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１ 計画の背景 

（１）少子化の進行 

   我が国の年間の出生数は、昭和４６年～４９年の第２次ベビーブーム期には毎年 

２００万人を超えていましたが、昭和５９年には１５０万人を割り込み、平成３年以

降は増加と減少を繰り返しながら、緩やかな減少傾向にあります。 

また、合計特殊出生率は、第２次ベビーブーム期以降、人口の現状を維持するのに

必要な水準である２.１を下回ったままとなっています。平成元年にはそれまで最低で

あった丙午
ひのえうま

の昭和４１年の数値を下回る１．５７を記録し、これは「１．５７ショッ

ク」と言われ、私たちに少子化が進んでいるとの認識を一般化させました。さらに、

平成１７年には過去最低である１.２６まで落ち込みましたが、その後微増傾向で推移

し、平成２４年は１．４１となっています。 

こうした少子化の進行は、子ども同士の交流の機会が減少することによる自立性や

社会性の減退、地域社会の活力の低下などへの影響が指摘されるとともに、労働力減

少による経済活力の衰退や、社会保障について保険などの基本である支える側と支え

られる側の需給のバランスを崩し、従来の制度を維持できなくなるなど、我が国の社

会経済や国民の生活に深刻な影響を与えることが懸念されています。 

 

（２）国の少子化対策の動向 

  ● エンゼルプランと新エンゼルプラン 

    平成２年、前年の合計特殊出生率の公表に伴う「１．５７ショック」を契機に、政

府は、出生率の低下と子どもの数が減少傾向にあることを「問題」として認識し、仕

事と子育ての両立支援など子どもを生み育てやすい環境づくりに向けての対策の検討

を始めました。 

平成６年１２月、今後１０年間に取り組むべき基本的方向と重点施策を定めた「今

後の子育て支援のための施策の基本的方向について（エンゼルプラン）」が策定されま

した。また、エンゼルプランを実施するため、保育事業の提供基盤や地域子育て支援

センターの整備等を図るための「緊急保育対策等５か年事業」が策定され、平成１１

年度を目標年次として、整備が進められることとなりました。 

その後、平成１１年１２月、「少子化対策推進基本方針」と、この方針に基づく重点

施策の具体的実施計画として「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画につ

いて（新エンゼルプラン）」が策定されました。新エンゼルプランは、従来のエンゼル

プランと緊急保育対策等５か年事業を見直したもので、これまでの保育関係だけでな

く、雇用、母子保健、相談、教育等の事業も加えた幅広い内容となりました。 
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  ● 次世代育成支援対策推進法 

    家庭や地域の子育て力の低下に対応して、次世代を担う子どもを育成する家庭を社

会全体で支援する観点から、平成１５年７月、地方公共団体及び企業における１０年

間の集中的・計画的な取組を促進するため、「次世代育成支援対策推進法」が制定され

ました。この法律は、地方公共団体及び事業主が、次世代育成支援のための取組を促

進するために、それぞれ行動計画を策定し、実施していくことを狙いとしたもので、

当初は平成２７年３月末までを期限とした１０年間の時限立法でしたが、平成２６年

４月、さらに１０年間の延長が決定しました。 

 

  ● 少子化社会対策基本法、少子化社会対策大綱及び子ども・子育て応援プラン 

    少子化社会において講じられる施策の基本理念を明らかにし、少子化に的確に対処

するための施策を総合的に推進するために、平成１５年７月、「少子化社会対策基本法」

が制定されました。この法律に基づき、平成１６年６月には「少子化社会対策大綱」

が、同年１２月には「少子化社会対策大綱に基づく具体的実施計画について（子ども・

子育て応援プラン）」が決定しました。これらの大綱及びプランでは、子どもが健康に

育つ社会及び子どもを生み、育てることに喜びを感じることのできる社会への転換を

喫緊の課題とし、子育て家庭が安心と喜びをもって子育てに当たることができるよう

に社会全体で応援するとの基本的考えに立ち、少子化の流れを変えるための施策を、

国を挙げて取り組むべき極めて重要なものと位置付け、「３つの視点」と「４つの重点

課題」、「２８の具体的行動」を提示するとともに、国が地方公共団体や企業等ととも

に計画的に取り組む必要がある事項について、平成１７年度から平成２１年度までの 

５年間に講ずる具体的な施策内容と目標を掲げました。 

 

  ● 新しい少子化対策について 

    平成１７年には、初めて総人口が減少に転じ、出生者数は１０６万人、合計特殊出

生率は１．２６と、いずれも過去最低を記録しました。こうした予想以上の少子化の

進行に対処し、少子化対策の抜本的な拡充、強化及び転換を図るため、平成１８年６

月、「新しい少子化対策について」が決定されました。「新しい少子化対策について」

では、「家族の日」・「家族の週間」の制定などによる家族・地域のきずなの再生や社会

全体の意識改革を図るための国民運動の推進とともに、親が働いているかいないかに

かかわらず、全ての子育て家庭を支援するという視点を踏まえつつ、子どもの成長に

応じて子育て支援のニーズが変化することに着目して、妊娠・出産から高校・大学生

期に至るまでの年齢進行ごとの子育て支援策を掲げました。 



 

 - 4 -

 

  ● 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略 

    平成１８年１２月に出された将来推計人口において、少子高齢化についての一層厳

しい見通しが示されたことなどを踏まえ、平成１９年１２月、「『子どもと家族を応援

する日本』重点戦略」が取りまとめられました。この重点戦略では、就労と出産・子

育ての二者択一構造を解決するためには、「働き方の見直しによる仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）の実現」とともに、その社会的基盤となる「包括的な

次世代育成支援の枠組みの構築」（「親の就労と子どもの育成の両立」と「家庭におけ

る子育て」を包括的に支援する仕組み）を同時並行的に取り組んでいくことが必要不

可欠であるとされました。 

働き方の見直しによる仕事と生活の調和の実現については、平成１９年１２月、「仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進の

ための行動指針」が決定されました。 

また、重点戦略を踏まえ、平成２０年２月に、希望する全ての人が安心して子ども

を預けて働くことができる社会を実現し、子どもの健やかな育成に社会全体で取り組

むため、保育所等の待機児童解消を始めとする保育施策を質・量共に充実・強化し、

推進するための「新待機児童ゼロ作戦」が取りまとめられました。 

 

  ● 子ども・子育てビジョン 

    平成２０年１２月に決定した「新しい少子化社会対策大綱の案の作成方針について」

を受け、平成２１年６月、「ゼロから考える少子化対策プロジェクトチーム」による提

言（“みんなの”少子化対策）が取りまとめられました。その後、同年１０月には「子

ども・子育てビジョン（仮称）検討ワーキングチーム」を立ち上げて検討を進め、平

成２２年１月、今後の子育て支援の方向性についての総合的なビジョンとして、少子

化社会対策基本法に基づく大綱（子ども・子育てビジョン）が策定されました。子ど

も・子育てビジョンでは、子ども・子育て支援施策を行っていく際の３つの大切な姿

勢として、「１ 生命（いのち）と育ちを大切にする」、「２ 困っている声に応える」、

「３ 生活（くらし）を支える」を示し、この３つの大切な姿勢を踏まえ、「目指すべ

き社会への政策４本柱」と「１２の主要施策」に従って、具体的な取組を進めること

としました。 
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  ● 子ども・子育て関連３法と子ども・子育て支援新制度 

    平成２４年８月、「子ども・子育て支援法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」及び「子ども・子育て支

援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が成立し、これら

「子ども・子育て関連３法」に基づく「子ども・子育て支援新制度」が、社会保障・

税一体改革の一項目として、消費税率の引上げによる財源の一部を得て実施されるこ

ととなりました（「子ども・子育て支援新制度」の内容については「【特集】子ども・

子育て支援新制度の概要」（6～9ページ）を参照）。 

 

  ● 待機児童解消加速化プラン 

    都市部を中心に深刻な問題となっている待機児童の解消を図るため、これまで「国

と自治体が一体的に取り組む待機児童解消『先取り』プロジェクト」を推進してきま

したが、さらに、待機児童解消のための取組を加速化させるため、平成２５年４月、

新たに「待機児童解消加速化プラン」を策定し、平成２７年度を予定している子ども・

子育て支援新制度の施行を待たずに、待機児童解消に意欲的に取り組む地方自治体に

対してはその取組を全面的に支援することとしました。この加速化プランでは、平成

２５年度から保育ニーズのピークを迎える平成２９年度末までの間に、潜在的な保育

ニーズも含め、約４０万人分の保育の受け皿を確保し、待機児童の解消を目指すこと

としています。 
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「子ども・子育て支援新制度」とは、平成２４年８月に成立した「子ども・子育て関

連３法」に基づく制度のことをいいます。 

全ての子どもの健やかな育ちを、質の高い教育・保育や子育て支援の安定的な提供を

通じ保障しようとするもので、①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的提供、②保

育所等待機児童の解消に向けた保育の量的拡大、③地域における子ども・子育て支援の

充実を図ることを主な目的として創設された制度で、平成２７年度からスタートします。 

 

― 新制度の主なポイント ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特集】子ども・子育て支援新制度の概要 

◆認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小規模保育

等への給付（「地域型保育給付」）の創設 

◆認定こども園制度の改善 

◆地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援事業、地域子育て支援拠点（子

育てひろば）事業、一時預かり事業などの「地域子ども・子育て支援事業」）の充実 

◆基礎自治体である市町村が実施主体 

・市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施 

・国・都道府県は、実施主体の市町村を重層的に支援 

◆社会全体による費用負担 

・消費税の引上げによる国及び地方の恒久財源の確保を前提 

◆政府の推進体制 

・制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備（内閣府に子ども・子育て本部を設置） 

◆子ども・子育て会議の設置 

・国に、有識者、地方公共団体、事業主代表、労働者代表、子育て当事者、子育て支

援当事者等が、子育て支援施策プロセス等に参画・関与することができる仕組みと

して子ども・子育て会議を設置 

・市町村等の合議制機関（地方版子ども・子育て会議）の設置努力義務 
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 ■ 新制度における給付・事業の全体像 

新制度における給付・事業は、「子ども・子育て支援給付」と「地域子ども・子育て支

援事業」に分かれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 子どものための教育・保育給付 

子どものための教育・保育給付（以下「教育・保育給付」といいます。）には、「施設

型給付」と「地域型保育給付」があり、就学前の子どもが対象の教育・保育施設や保育

事業の利用に係る費用が、公的な給付と利用者の負担（応能負担）により賄われます。

なお、給付費が確実に子育て支援に使われるようにするため、保護者への直接的な給付

ではなく、各施設等が代理で給付を受け、保護者は施設等からサービスを受ける仕組み

（法定代理受領）となります。 

 

〔給付の対象となる施設・事業〕 

  ● 施設型給付 

施設型給付の対象となる施設は、幼稚園、保育所及び認定こども園で、かつ、給付

の対象施設として市町村の「確認」を受けた施設です。こうした施設のことを、「特定

教育・保育施設」といいます。 

なお、幼稚園については設置者の判断により、新制度における「特定教育・保育施設」

として運営するか、又は従来の制度の下で運営するかを選択できる仕組みとなっていま

す。 

  ● 地域型保育給付 

地域型保育給付の対象となる事業は、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内

保育事業及び居宅訪問型保育事業で、かつ、給付の対象事業としての市町村の「確認」

を受けた事業です。こうした事業のことを、「特定地域型保育事業」といいます。 

新制度では定員が１９人以下の保育事業などについても、新たに市町村の認可事業

と位置付けて地域型保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択で

きる仕組みとしています。 

 

◆子どものための教育・保育給付 

→施設型給付・地域型保育給付 

◆子どものための現金給付 

→従来の児童手当 

子ども・子育て支援給付 

◆利用者支援事業 

◆地域子育て支援拠点(子育てひろば)事業 

◆一時預かり事業 等 

地域子ども・子育て支援事業 

子ども・子育て支援新制度 



 

 - 8 -

 

 ■ 支給認定 

教育・保育給付の対象となる施設等の利用に当たり保護者は、給付を受ける資格のあ

ること及び子どもの年齢や保育の必要性の有無による区分に該当することについての認

定（以下「支給認定」といいます。）を市町村から受ける必要があります。 

支給認定は、子どもの年齢や保育の必要性の有無に応じて、「１号」から「３号」まで

の３つに区分されます。 

 

３つの認定区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 地域子ども・子育て支援事業 

新制度では、保育の必要性の有無にかかわらず全ての家庭を対象に、地域のニーズに

応じた子育て支援を充実するため、１３の事業を「地域子ども・子育て支援事業」とし

て法律上に位置付けて市町村への財政支援を強化し、その拡充を図ることとしています。 

 

― １３の地域子ども・子育て支援事業 ― 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用者支援事業 

② 地域子育て支援拠点（子育てひろば）事業 

③ 妊婦健康診査 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑤ 養育支援訪問事業及び子どもを守る地域

ネットワーク機能強化事業（その他要保護児

童等の支援に資する事業） 

⑥ 子育て短期支援事業 

 ⑦ ファミリー・サポート・センター事業 

⑧ 一時預かり事業 

⑨ 時間外（延長）保育事業 

⑩ 病児保育事業 

⑪ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬ 多様な主体が新制度に参入することを

促進するための事業 

 

１号認定 

２号認定 

３号認定 

教育標準時間認定 

（保育の必要量）※ 

保育標準時間認定 

保育短時間認定 

（保育の必要量） 

保育標準時間認定 

保育短時間認定 

●子どもが満３歳以上 

●教育を希望 

●利用先：幼稚園、認定こども園 

●子どもが満３歳以上 

●「保育の必要な事由」に該当し、保育所等 

での保育を希望 

●利用先：保育所、認定こども園 

●子どもが満３歳未満 

●「保育の必要な事由」に該当し、保育所等 

での保育を希望 

●利用先：保育所、認定こども園、地域型保育 

※ ２号・３号認定は、保育の必要量に応じて保育標準時間・短時間に区分 
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 ■ 新制度における市町村の責務・役割 

市町村は制度の実施主体として、質の確保された給付・事業を提供するとともに、地

域の実情に応じて幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業が適切に提供され

るよう、計画的に提供体制を整備することが市の責務・役割として求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村が給付・
事業を提供、施
設等の提供体制
を計画的に整備 

市町村が地域の
需要を調査・把
握し、事業計画
を策定 

満３歳未満の
子どもを持つ、
保育を利用す
る（必要な）家
庭の〔ニーズ〕 

 

満３歳以上の
子どもを持つ、
保育を利用す
る（必要な）家
庭の〔ニーズ〕 

 

満３歳未満の
子どもを持つ、
保育を利用せ
ず、家庭で子育
てを行う家庭
の〔ニーズ〕 

 

子ども・子育て家庭の状況及び需要 

地域子ども・子育て支援事業 

満３歳以上の
子どもを持つ、
保育を利用せ
ず、家庭で子育
てを行う家庭
の〔ニーズ〕 

 

市町村子ども・子育て支援事業計画 

子どものための教育・保育給付 

〔施設型給付〕 

 

●幼稚園 

小学校以降の教育の

基礎をつくるための

幼児期の教育を行う。 

（３～５歳） 

 

●保育所 

就労などのため家庭

で保育できない保護

者に代わって保育を

行う。（０～５歳） 

 

●認定こども園 

幼稚園と保育所の機

能を併せ持ち、地域 

の子育て支援も行う。 

（０～５歳） 

〔地域型保育給付〕 

 

●家庭的保育事業 

定員５人以下を対象

にきめ細かな保育を

行う。（０～２歳） 

 

●小規模保育事業 

定員６～１９人を対

象にきめ細かな保育

を行う。（０～２歳） 

 

●事業所内保育事業 

従業員の子どもと地

域の子どもの保育を

行う。（０～２歳） 

 

●居宅訪問型保育事業 

子どもの居宅で１対

１の保育を行う。 

（０～２歳） 

●利用者支援事業 

●地域子育て支援拠点 

（子育てひろば）事業 

●一時預かり事業 等 
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（３）府中市の少子化対策の動向 

  ● 府中市子育て支援推進計画〔平成１０年度～平成１４年度〕 

府中市では、平成６年に国が策定した「今後の子育て支援のための施策の基本的方

向について」（エンゼルプラン）や平成９年度に東京都が策定した「子どもが輝くま

ち東京プラン」を受けて、子どもの成長と子育てへの支援に関する施策を総合的に推

進するため、平成１０年度から平成１４年度までを計画期間とする「府中市子育て支

援推進計画−ひとみ輝け！府中子どもプラン−」を策定しました。 

 

  ● 府中市福祉計画（子育て支援分野）〔平成１５年度～平成２０年度〕 

平成１１年に国が策定した「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画につ

いて」（新エンゼルプラン）を受けて、平成１５年度から平成２０年度までを計画期

間とした「府中市福祉計画（子育て支援分野）」を策定しました。 

 

  ● 府中市次世代育成支援行動計画〔平成１７年度～平成２６年度〕 

平成１７年３月に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づく市町村行動計

画として、次世代育成支援対策の１０年間の集中的・計画的な取組を進めるため、「府

中市福祉計画」における子育て支援計画を発展的に引き継ぐかたちで、平成１７年度

から平成２１年度を前期、平成２２年度から平成２６年度までを後期とした「府中市

次世代育成支援行動計画」を策定しました。 

計画策定以降は、市民、学識経験者、関係機関、子育てに関わる団体等から選出し

た委員により構成された府中市次世代育成支援行動計画推進協議会において、計画の

進捗状況や事業実施状況などについての点検・評価を行ってきました。 

 

 

 



第１章 計画の概要 

 - 11 -

２ 計画の目的・位置付け 

（１）計画の目的 

    本計画は、少子化の進行や子育て家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、一人

ひとりの子どもが健やかに成長することができる適切な環境が確保されるよう、子ど

もとその保護者に必要な本市の子ども・子育て支援施策を総合的かつ計画的に行うこ

とを目的として策定するものです。 

 

（２）計画の位置付け 

    本計画は、「第６次府中市総合計画」を上位計画とした子ども・子育て支援施策に関

する行政分野計画として策定します。 

また、本計画は、「府中市福祉計画」における子育て支援計画を発展的に引き継ぐ「府

中市次世代育成支援行動計画」が平成２６年度をもって計画期間を終了することから、

その主旨を内包した子ども・子育て支援に関する計画として策定します。 

 

（３）関連の計画との関係 

    本計画の策定に当たっては、子ども・子育て支援施策に関連する、本市の健康・福

祉分野を始めとした様々な関連計画との連携・整合を図るとともに、今後策定される

関連計画についても、可能な限り整合を図るものとします。 

 

（４）法律上の位置付け 

    本計画は、「子ども・子育て支援法」第６１条に基づく「市町村子ども・子育て支援

事業計画」としての位置付けを有した計画として策定します。策定に当たっては、こ

れまで取組を進めてきた「府中市次世代育成支援行動計画」の継承を図りつつ、国の

「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」や子ども・子育て支援新制度の趣旨を踏

まえ、子ども・子育て支援に関連する様々な施策の再体系化を行っています。 

なお、本計画は、「次世代育成支援対策推進法」に基づく「市町村行動計画（次世代

育成支援対策に関する計画）」及び「児童福祉法」に基づく「市町村整備計画（保育所

等の整備に関する計画）」、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づく「自立促進計画」

を含むものとします。 
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３ 計画の基本的考え方 

（１）基本理念・基本目標 

    子どもは、社会の希望であり、未来をつくる存在です。子どもの健やかな育ちと子

育てを支えることは、一人ひとりの子どもや保護者の幸せにつながることはもとより、

将来の社会の担い手を育成するための重要な未来への投資であり、社会全体で取り組

むべき最重要課題です。 

こうした大切な存在である子ども自身の最善の利益が実現される社会を目指すとの

考えを基本に、子どもの視点に立ち、一人ひとりの子どもの健やかな育ちが等しく保

障されるよう、子ども・子育て支援施策を推進していくものとし、本計画の基本理念

及び基本目標を次のとおり定めます。 

 

 

【基本理念】 

 

次代を担う子ども一人ひとりを 

生まれる前から大切にし、 

子どもの立場・視点を最大限尊重します。 
 

 

 

【基本目標】 

 

ひとみ輝け！府中の子どもたち 

心豊かな子どもがいきいきと育つまち 
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１ 

２ 

３ 

（２）施策推進の「３つの視点」 

    基本理念・基本目標を踏まえ、本計画の推進に当たり、特に重要な視点として、次

の「３つの視点」をもって施策の展開を図ります。 

 

 

子どもの幸せを第一に考える視点 
 

    子どもに関わる種々の権利が擁護されるように施策を推進してくため、各子ども・

子育て支援施策による影響は子ども自身が最も大きく受けることに十分に留意し、子

どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮していきます。

また、子どもは次代の親となるという認識の下に、豊かな人間性を形成し、自立して

家庭を持つことができるよう、長期的な視野に立った子どもの健全育成のための取組

を進めていきます。 

 

 

全ての子育て家庭を支援する視点 
 

    子ども・子育て支援に当たっては、子育てと仕事の両立支援のみならず、子育ての

孤立化等の問題も踏まえ、広く全ての子育て家庭を支援するという視点により、安心

して子育てができるよう施策を推進していきます。また、要支援・要保護児童への対

応など、特に配慮を必要とする子どもや家庭への支援という観点も十分に踏まえ、そ

れぞれの子どもや家庭が抱える背景の多様化等の状況に応じたきめ細かな取組を進め

ていきます。 

 

 

地域や社会全体で子ども・子育てを見守り、育み、支える視点 

 

    子育ての第一義的責任は父母その他の保護者にあるという基本的認識を前提としつ

つ、子どもの健やかな成長のため、また、保護者が安心して喜びを感じながら子育て

ができるよう、子どもの健やかな育ちと子育てを、行政を始め地域や社会全体で見守

り、育み、支えていくことが重要であるとの認識の下、様々な担い手が参画、協働し

て子ども・子育てを支援する取組を進めていきます。 
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（３）施策目標 

    基本理念・基本目標及び「３つの視点」に基づき、次の７つの施策目標を設定し、

子ども・子育て支援施策を推進します。 

 

 

地域で安心して出産し、子育てができる環境の整備 
 

    地域で安心して出産し、子育てに臨めるよう、子育て支援に関する情報提供・相談

体制の充実を図るとともに、地域における子育て支援拠点の整備を進めるなど、子育

て家庭を地域で支える仕組みづくりを行います。 

 

 

質の高い幼児期の教育・保育の提供 
 

    小学校就学前の子どもに対して、それぞれの家庭が希望する教育・保育を提供でき

る体制を整えます。 

また、延長保育時間の拡大や一時預かり事業の拡充など、生活様式の変化に伴う多

様な保育ニーズに対応した取組を進めます。 

 

 

母と子どもの健康支援 
 

    妊娠期から出産、乳幼児期を通じ、母と子どもの健康が確保されるよう、各種健康

診査や予防接種、家庭訪問などを実施するともに、様々な機会を捉えて適切な情報提

供や指導を行います。 

 

 

ひとり親家庭への支援 
 

    ひとり親家庭への各種支援施策に関する情報提供・相談体制の充実を図り、就業・

自立に向けた総合的な支援の取組を進めます。 

 

１ 

２ 

３ 

４ 
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配慮が必要な子どもと家庭への支援 
 

    児童虐待の未然防止・早期発見の取組を進めるとともに、被虐待児童やその家族へ

の支援を行います。また、子どもの障害等についての早期把握と、それぞれの状況に

応じた適切な支援につなげる取組を進めます。 

 

 

青少年の健全育成 
 

    次代を担う子どもたちの健全な育成を図るため、小学生の放課後の安全・安心な居

場所づくりを推進するとともに、家庭、地域、学校警察等との連携・協働による青少

年の健全育成に資する取組や、社会生活に困難を抱える青少年の自立支援に向けた取

組を進めます。 

 

 

子育て家庭の経済的負担の軽減 
 

    安心して子育てができる環境づくりを進めるため、児童手当の支給や子どもの医療

費の助成を行い、子育てに係る経済的負担の軽減を図ります。 

 

 

 

５ 

６ 

７ 
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１ 

２ 

３ 

（４）新制度において目指す方向性 

    子ども・子育て支援新制度の趣旨とその実施主体である本市の実情を踏まえ、新制

度の施行を通して本市が目指す方向性として次の３点を掲げ、各施策目標の横断的取

組のなかで着実な制度運営を図ります。 

 

 

質の高い教育・保育の総合的な提供を目指す 

 

    小学校就学前の子どもに対して、質の高い幼児期の学校教育と保育を一体的に提供

できる体制づくりを推進します。また、その一環として、幼稚園と保育所の良さを併

せ持つ認定こども園の普及を目指します。 

 

 

 

全ての子どもに、それぞれの家庭が希望する教育・保育を提供する 
 

    小学校就学前の子どもに対して、それぞれの家庭が希望する教育・保育を提供でき

る体制を整えます。特に、保育需要が高まるなかで保育所等待機児童が解消していな

い現状に鑑み、その解消に向けた取組を促進します。 

 

 

 

地域における子育て支援の充実を図る 
 

    在宅で子育てをする家庭やひとり親家庭等を含めた全ての子育て家庭への支援を行

う観点から、地域のニーズに応じた多様な子育て支援の充実を図ります。 
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▼ 教育・保育等の提供体制の整備における課題… 

 

○保育所等待機児童が未だ解消していません。また、待機児童の解消に当たり将来の少

子化も見据えた対応が必要となっています。 

 

○市民の生活様式や働き方の変化などに対応した多様な保育ニーズへの対応が求めら

れています。 

 

○就学前児童の保護者を対象とした市民意向調査では、約半数の保護者が３～５歳児へ

の学校教育と保育の双方の提供を希望していますが、平成２６年度現在、市内に認定こ

ども園はありません。 

 

○核家族化や地域のつながりの希薄化の進展に伴う子育ての負担、不安及び孤立感の高

まりに対応するため、更なる子ども・子育て支援の充実が求められています。 
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（５）計画の体系 
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質の高い幼児期の教育・ 

保育の提供 

目
標
３ 

母と子どもの健康支援 

目
標
４ 

ひとり親家庭への支援 

目
標
５ 

配慮が必要な子どもと 

家庭への支援 

目
標
６ 

青少年の健全育成 

目
標
７ 

子育て家庭の経済的 
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全ての子育て家庭

を支援する視点 

地域や社会全体で 
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見守り、育み、支え 

る視点 
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施策１  情報提供・相談体制の充実 

施策２  地域における子育て支援 

利用者支援事業 

地域子育て支援拠点事業 

主な施策          新制度における方向性   新制度関連事業 

 

施策６  母子保健の充実 

施策７  ひとり親家庭の自立や就業 
      への支援 

施策８  ひとり親家庭の経済的負担の軽減 

施策９  児童虐待防止対策の推進 

施策１０ 障害児施策との連携 

施策１１ 小学生の放課後の居場所づくり 

施策１２ 青少年健全育成活動の推進 

施策１３ 児童手当の支給 

施策１４ 子ども医療費の助成 

施策３  質の高い幼児期の教育・ 
      保育の提供 

施策４  保育所等待機児童の解消 

施策５  多様な保育ニーズへの対応 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度 

 

 

 

質の高い教育・ 

保育の総合的な 

提供を目指す 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての子どもに、 

それぞれの家庭 

が希望する教育・ 

保育を提供する 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域における子育て

支援の充実を図る 

教育・保育の提供 

延長保育事業 

子育て短期支援事業 

一時預かり事業 

病児保育事業 

ファミリー・サポート・センター事業 

実費徴収に係る補足給付を行う事業 

多様な主体が新制度に参入することを促進するための事業 

妊婦健康診査 

乳児家庭全戸訪問事業 

養育支援訪問事業その他要保護児童等 

の支援に資する事業 

放課後児童健全育成事業 

児童手当 

３ 

２ 

１ 
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４ 計画期間 

 

   本計画は、平成２７年度から平成３１年度までの５年間を計画期間とします。 
 

平成 
２６年度 

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３年度 

        

 

 

５ 推計人口 

 

   本計画期間における推計人口は、「第６次府中市総合計画」の推計人口に基づき、次の

とおり推計しました。 

なお、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業のニーズ量は、市民意向調査の結

果及び推計人口に基づき算出しました。 

単位：人

実績値

平成２５年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年

２５２,００４ ２５５,５９３ ２５６,２７３ ２５６,９５３ ２５７,６３２ ２５８,３１２

４１,５０５ ４１,１４３ ４０,７６５ ４０,４００ ４０,１６０ ３９,９２６

就学前児童
（０～５歳）

１４,００５ １３,０１６ １２,７４３ １２,４７７ １２,２９６ １２,１１６

小学生
（６～１１歳）

１３,８０６ １４,０１４ １３,７９３ １３,５７５ １３,４２３ １３,２７２

中学生・高校生世代
（１２～１７歳）

１３,６９４ １４,１１３ １４,２２９ １４,３４８ １４,４４１ １４,５３８

区分
計画期間の推計人口

総人口

子どもの人口＊＊
  （０～１７歳）＊＊

 
※ 平成２５年の実績値は４月１日現在の住民基本台帳人口（外国人含む）。推計人口は、

「第６次府中市総合計画」の推計人口（各年４月１日）に基づき、子どもの人口について

表の年齢区分ごとに推計したもの。 

 

第６次府中市総合計画 

府中市子ども・子育て支援計画 

府中市次世代育成支援行動計画 
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６ 教育・保育提供区域 

 

   子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援事業計画において、地域の条件を総

合的に勘案し、地域の実情に応じた区域設定を定めるものとしています。本市の区域設

定に当たっては、福祉関連の各種計画を包括する「府中市福祉計画」に定める、また「今

後の保育行政のあり方に関する基本方針」の基礎的エリアである「６つの福祉エリア」

を、本計画においても「６つの教育・保育提供区域」として位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１区域：多磨町、朝日町、紅葉丘、白糸台（１～３丁目）、若松町、浅間町、緑町 

第２区域：白糸台（４～６丁目）、押立町、小柳町、八幡町、清水が丘、是政 

第３区域：天神町、幸町、府中町、寿町、晴見町、栄町、新町 

第４区域：宮町、日吉町、矢崎町、南町、本町、片町、宮西町 

第５区域：日鋼町、武蔵台、北山町、西原町、美好町（１～２丁目）、 

本宿町（３～４丁目）、西府町（３～４丁目）、東芝町 

第６区域：美好町（３丁目）、分梅町、住吉町、四谷、日新町、本宿町（１～２丁目）、 

西府町（１～２・５丁目） 

 

a

a

　　

是政

競馬正門前

西国分寺

東京競馬場

多磨霊園

6
4

2

35

1

N 
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７ 計画策定体制 
 

（１）府中市子ども・子育て審議会 

    平成２５年７月、子ども・子育て支援法に基づく市町村の「審議会その他の合議制

の機関」として「府中市子ども・子育て審議会」（以下「審議会」といいます。）が設

置され、市長の諮問に基づき、審議会において本計画の検討を行いました（審議会の

開催経過については資料編-資料２「府中市子ども・子育て審議会開催経過」（９０～

９１ページ）を参照）。 

 

（２）市民意向調査 

    本計画の策定に先立ち、子育てに関する保護者の意識や、幼稚園・保育所等の施設

及び各種の子育て支援事業の利用状況と今後の利用意向などを把握することを目的と

して、市民意向調査を実施しました。就学前児童や小学生の保護者、中学生・高校生

世代及びひとり親家庭を対象とし、平成２５年１０月から１１月にかけて郵送配布に

より行いました。 
 

調査名 対象者 対象抽出方法 
有効回収数 

（有効回収率） 

就学前児童調査 
就学前児童の保護者 

３,０００人 

住民基本台帳より 

層化無作為抽出 

１,９１７  

（６３.９％） 

小学生調査 
小学生の保護者 

２,０００人 

１,３５８  

（６７.９％） 

中学生・高校生世代調査 
中学生 １,０００人 

高校生世代 ５００人 

８２１  

（５４.７％） 

ひとり親家庭調査 ひとり親世帯 ５００人 
２７９  

（５５.８％） 

 

（３）パブリックコメント手続 

    計画（案）に対して、幅広く市民から意見をいただくために、平成２６年１１月か

ら平成２６年１２月までパブリックコメント手続を実施しました。 

 



 

 

 

 

第 ２ 章 

府中市の子育て家庭の現状 
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１ 子育て家庭を取り巻く環境 

（１）少子化の推移 

●府中市の人口推計は、総人口は増加傾向にありますが、就学前児童（０～５歳児）

人口については減少が見込まれます。 

●府中市の出生数は横ばいが続いていますが、合計特殊出生率は微増傾向にありま

す。 

 

    人口は増加傾向にあり、平成２６年１月１日現在の住民基本台帳（外国人人口は除

く）では、２４９，１７８人となっています。 

全人口に占める１４歳以下の割合は、昭和６０年には２０．４％でしたが、平成 

２６年には１３．８％に低下しています。一方、６５歳以上の割合は、昭和６０年の

７．２％から平成２６年には２０．２％となっています。昭和６０年には１４歳以下

の割合が６５歳以上の割合を大きく上回っていましたが、平成１３年に逆転し、以降、

６５歳以上の割合が１４歳以下の割合を上回り、その差は開き続けています。 

年齢３区分別人口の推移（府中市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    就学前児童人口は平成２４年度以降、緩やかな減少傾向にあります。府中市総合計

画に基づく平成２７年度以降の推計では、総人口は微増している一方で就学前児童人

口は減少が見込まれます。 

就学前児童人口の推移と推計人口（府中市） 

 

 

 

 

 

 

 

1.121.191.301.411.411.381.361.38 1.10
1.40

0
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0-5歳 総人口
資料：住民基本台帳及び外国人登録原票（各年４月１日現在）
　　　府中市総合計画の推計人口
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25.0 25.1 25.1 25.2

25.6
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24
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実績値
推計値

13.8

20.4 20.2

7.2

0
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0
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0～14歳 15～64歳 65歳以上 0～14歳 65歳以上

万人
％

資料：住民基本台帳（各年１月１日現在）、

　　　外国人（登録）人口はのぞく）

人

口

人

口

の

割

合

資料：住民基本台帳（各年１月１日現在、 

    外国人（登録）人口は除く） 
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    出生数は、この１０年においては２，１００～２，３００人台の横ばいで推移して

おり、平成２５年では２，３０３人となっています。 

出生数の推移（府中市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    合計特殊出生率は、平成５年の１．３８以降増減を繰り返しながら減少傾向にあり

ましたが、平成１７年以降は増加傾向に転じており、平成２４年は１．３５となって

います。全国の１．４１を下回るものの、東京都の１．０９を上回っています。 

合計特殊出生率の推移（全国、東京都及び府中市） 
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資料：府中市統計書（各年１月１日現在）

人
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1.271.29
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1.281.281.281.26
1.30

1.36
1.30

1.35
1.401.41

1.38
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1.11
1.07

1.00
1.06

1.12

1.41
1.391.39

1.26

1.36
1.42

1.54

0.8
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1.3

1.4

1.5

1.6

平成元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324年

府中市 東京都 全国

資料：府中市、東京都：東京都福祉保険局（人口動態統計）、全国：厚生労働省（人口動態統計）

人

資料：府中市及び東京都：東京都福祉保健局（人口動態統計）、全国：厚生労働省（人口動態統計） 
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（２）世帯人員数と世帯構造 

●府中市の世帯数は増加傾向にありますが、平均世帯人員数は減少傾向にあります。 

●府中市の１８歳未満の子どもがいる家庭は、９割以上が核家族世帯となっていま

す。 

 

  ア 世帯数と平均世帯人員数 

    世帯数は増加傾向にあり、平成２６年１月１日現在では１１６，４６０世帯となっ

ています。平均世帯人員数は２．１４人で、核家族化の進展により減少傾向にありま

す。 

世帯数と平均世帯人員数の推移（府中市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 世帯構造 

    １８歳未満の子どもがいる世帯の世帯構造は、「両親と子どもと祖父母」といった

３世代世帯の割合が減少し、「両親と子ども」及び「ひとり親と子ども」といった核

家族世帯の割合が増えています。平成２２年では核家族世帯が全体の９２．５％を占

めています。 

１８歳未満の子どもがいる世帯の世帯構造（府中市） 
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資料：住民基本台帳（各年１月１日現在、外国人（登録）世帯及び人口はのぞく）
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資料：国勢調査（各年10月１日現在）

両親と子ども

％

ひとり親と

子ども

両親と

子どもと

祖父母 その他

資料：住民基本台帳（各年１月１日現在、外国人（登録）世帯及び人口は除く） 



第２章 府中市の子育て家庭の現状 

 - 27 -

（３）女性の就労状況 

●府中市の女性就業者数は年々増加し、就業者全体に占める割合は約４割となっていま

す。 

●府中市の女性の子育て世代の就業率は高まっていますが、依然として３５～３９

歳を底とした「Ｍ字型曲線」を描いています。 

 

    女性就業者数は増加傾向にあり、平成２２年では４７，７８５人となっています。

就業者全体に占める割合は次第に増え続け、平成２２年では３９．５％となっていま

す。 

女性就業者数の推移（府中市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    女性就業率は、３０歳代を中心に結婚や出産を機に一度仕事を離れ、その後再び就

労する「Ｍ字型曲線」を描き推移しています。また、子育て世代である２５～２９歳、

３０～３４歳、３５～３９歳及び４０～４４歳のいずれも、平成２２年では平成７年

と比較して就業率が高くなっています。 

女性就業率の推移（府中市） 
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資料：国勢調査（各年10月１日現在）
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（４）就学前児童の状況 

●府中市の０～２歳児（以下「３歳未満児」といいます。）の約７割は在宅で過ごし

ています。 

●府中市の３歳未満児及び３～５歳児（以下「３歳以上児」といいます。）のいずれ

も認可保育所及び認可外保育所の入所が増えています。 

 

    平成２５年度の状況を見ると、３歳未満児の約７０％は在宅で過ごしています。 

また、３歳未満児及び３歳以上児のいずれも、平成２１年度から２５年度にかけて

認可保育所及び認可外保育所に入所している児童が増えています。 

  ３歳未満児の状況（府中市）        ３歳以上児の状況（府中市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】施設種別、施設数及び定員数（府中市・平成２５年度） 

施設種別 概 要 設置数 定員 

認可保育所 
児童福祉法に基づく児童福祉施設。知事の認可を

得て（公立の場合は知事へ届け出て）設置、運営。 
計４１施設 4,378人 

認可外保育所  計２０か所 556人 

 

○認証保育所 

13時間以上の開所や０歳児からの受入れな

ど、東京都が定める要件を満たし、都知事が

認証した保育施設、Ａ型（駅前基本型）とＢ

型（小規模・家庭的保育）がある。 

１５か所 506人 

○保育室 

３歳未満児を対象とした小規模・家庭的な保

育施設。 

２か所 35人 

○家庭的保育事業（保育ママ） 

家庭的保育者が３歳未満児を居宅等で保育

する事業。 

３か所 15人 

幼稚園 

学校教育法に基づく学校。知事の認可を得て

（公立の場合は都道府県教育委員会へ届け出

て）設置、運営。 

計２０施設 4,315人 

※ 保育所は４月１日現在、幼稚園は５月１日現在。 

資料：府中市子ども家庭部保育支援課 
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（５）保育所の状況 

●府中市の保育所の施設数及び定員数は、認可保育所と認可外保育所共に近年にお

いて大幅に増加しています。 

●一方で、平成２５年度の保育所等待機児童数は１８１人で、その解消に至ってい

ません。また、待機児童の９０％以上が３歳未満児となっています。 

 

    平成１６年度以降、認可保育所を１１施設開設し、平成２５年４月現在の認可保育

所数は４１施設となっています。定員数では４，３７８人となり、平成１６年度の定

員数に比べて約１，２００人増加しています。 

認可保育所の施設数・定員数の推移（府中市・各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    認可外保育所については、平成２５年４月現在で計２０施設、定員数は５５６人と

なっています。平成１６年度に比べ、施設数は８施設、定員数では２８４人の増加と

なっています。 

認可外保育所の施設数・定員数の推移（府中市・各年４月１日現在） 
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資料：府中市子ども家庭部保育課
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3,9113,883
4,0254,013

4,3364,234 4,3784,365

資料：府中市子ども家庭部保育課
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資料：府中市子ども家庭部保育支援課 

※ 平成２４年度のみ１０月１日現在。

資料：府中市子ども家庭部保育支援課
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    保育所等待機児童数は、平成２１年度の３０１人をピークに減少傾向にありますが、

平成２５年度で１８１人となっており、依然としてその解消には至っていません。 

年齢構成別に見ると、平成２１年度以降は３歳未満児が待機児童の９０％以上を占

める割合で推移しています。 

保育所等待機児童数の推移（府中市・各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：府中市子ども家庭部保育支援課 

単位：人

平成16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年度

０歳児 26 34 24 29 50 62 66 78 58 58

１歳児 74 67 69 51 80 108 99 95 67 56

２歳児 63 67 27 52 37 103 47 59 41 51

３歳児 38 42 27 26 18 18 13 17 14 12

４歳児以上 8 34 17 6 3 10 2 3 2 4

総数 209 244 164 164 188 301 227 252 182 181

単位：人、％

平成16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年度

３歳未満児 163 168 120 132 167 273 212 232 166 165

３歳以上児 46 76 44 32 21 28 15 20 16 16

３歳未満児の占有率 78.0 68.9 73.2 80.5 88.8 90.7 93.4 92.1 91.2 91.2
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（６）幼稚園の状況 

●府中市には幼稚園が２０園あり、うち１７園が私立、うち３園が市立となってい

ます。 

●近年における在園者数は４千人台とほぼ一定で推移しています。 

 

    幼稚園は市内に２０園あり、うち１７園が私立、うち３園が市立の幼稚園となって

います。平成２５年度の在園者数（市民以外を含む）は４，３９８人で、近年におい

ては４千人台とほぼ一定で推移しています。 

幼稚園数・在園者数（市民以外を含む）の推移 

（府中市・各年５月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人

平成16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年度

３歳児 1,231 1,289 1,281 1,270 1,278 1,173 1,331 1,373 1,303 1,355

４歳児 1,564 1,630 1,601 1,581 1,576 1,494 1,387 1,533 1,558 1,482

５歳児 1,576 1,608 1,636 1,596 1,620 1,576 1,497 1,391 1,556 1,561

計 4,371 4,527 4,518 4,447 4,474 4,243 4,215 4,297 4,417 4,398

資料：学校基本調査 
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（７）児童虐待等の状況 

●府中市の子ども家庭支援センターの相談件数のうち、「児童虐待」と「養育困難」

を合わせた割合は、相談件数全体の約５０％を占める状況で推移しています。 

●全国の児童相談所の児童虐待相談対応件数は、増加傾向にあります。 

 

    府中市の子ども家庭支援センターの相談件数のうち、「児童虐待」と「養育困難」を

合わせた割合は約５０％を占める状況で推移しています。平成２５年度の相談件数は

８６３件と平成１９年度以降では最も多く、そのうち「児童虐待」が２１６件、「養育

困難」が２３４件となっています。 

子ども家庭支援センター総合相談件数（府中市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：府中市子ども家庭部子育て支援課 
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単位：件

平成19 20 21 22 23 24 25年度

児童虐待 180 182 129 224 170 193 216

養育困難 173 198 197 214 207 179 234

育児相談 210 258 193 186 203 211 198

育成 37 33 27 29 40 33 64

不登校 17 20 19 10 18 19 15

障害等 27 28 34 24 27 22 16

保健相談 33 42 34 72 55 67 57

非行等 0 4 1 1 7 2 0

その他 60 48 30 70 60 62 63

計 737 813 664 830 787 788 863

内容 
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    全国の児童相談所の児童虐待相談対応件数は増加傾向にあります。また、東京都の

児童相談所及び東京都内区市町村の子ども家庭支援センターにおける状況も、同様の

傾向が見られます。 

児童虐待相談対応件数（全国、東京都及び区市町村（都内）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 区市町村（都内）：東京都内区市町村の子ども家庭支援センターにおける児童虐待相談対応件数 

※ 東京都：東京都の児童相談所における児童虐待相談対応件数 

※ 全国：全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数 

資料：社会福祉行政業務報告 

単位：件

平成17 18 19 20 21 22 23 24 25年度

区市町村（都内） 4,000 4,951 5,008 5,008 5,510 7,782 7,183 7,573 9,479

東京都 3,146 3,265 3,229 3,229 3,339 4,450 4,559 4,788 5,414

全国 34,472 37,323 40,639 42,664 44,211 56,384 59,919 66,701 73,802
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２ 市民の意向や子育ての現状（市民意向調査の結果より） 

※ 前回調査時との比較については、平成２０年度に実施した「次世代育成支援に関

する市民意向調査」の結果との比較を行ったものです。 

 

（１）就学前児童の保護者 

  ア 周囲の支援の状況や子育ての仲間づくりについて 

●子育てに関して祖父母等の親族による支援を受けられる家庭は増えています。 

●近年における在園者数は、４千人台とほぼ一定で推移しています。 

  ○ 子どもを預かってもらえる親族・知人について 

    前回調査時と比べ、「祖父母等の親族に預かってもらえる」保護者の割合は高くなる

一方で、「子どもを預かってもらえる友人・知人がいる」保護者の割合は低くなってい

ます。また、「いずれもいない」保護者の割合は前回調査時よりも高くなっています。 

子どもを預けられる友人・知人が少なくなり、親族に頼ることが多くなっている傾

向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 近所付き合いについて 

    前回調査時と比べ、隣近所に「個人的なことを相談しあえる人がいる」保護者の割

合は低くなっており、近所付き合いの仕方は浅くなっていることが分かります。 
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  ○ 子育ての仲間について 

    前回調査時と比べ、「子どもを預けることができる仲間がいる」保護者の割合が低く

なっています。 

また、０～１歳児の保護者の１割以上が「仲間がいない」と回答しています。 

仲間とどこで知り合ったかについては、「幼稚園・保育所・学校などの子どもが通う

施設」である割合が高く、子どもが施設に通っていない保護者は、通っている場合に

比べて仲間づくりの機会が少ないことが分かります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（子どもの年齢別／「仲間がいない」と回答した人の割合） 

     

 

 

 

 

 

 

 

（仲間とどこで知り合ったか） 
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  イ 子育てにおいて必要な支援・対策について 

●子育てにおいて必要な支援・対策として、４割以上の保護者が「保育事業の充実」

「地域における子育て支援の充実」「仕事と家庭生活の両立」が必要であると感じてい

ます。 

 

  ○ 子育てにおいて必要な（又は有効な）支援・対策について 

    子育てにおいてどのような支援・対策が必要かについては、子育てを楽しいと感じ

るか否かにかかわらず、「保育事業の充実」、「地域における子育て支援の充実」及び「仕

事と家庭生活の両立」が共通して４割を超え上位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（子育てに有効な支援はなにか） 
子育てについて「楽しいと感じることのほうが多い」 

と回答した人への設問 

 

（子育てのつらさを解消するために必要なことはなにか） 
子育てについて「楽しいと感じることと、つらいと感じる 

ことが同じくらい」「つらいと感じることの方が多い」と 

回答した人への設問 

 

48.1%

47.0%

40.0%

36.8%

24.5%

24.3%

21.6%

17.5%

14.1%

12.3%

2.6%

0.6%

0 10 20 30 40 50 60

保育事業の充実

地域における子育て支援の充実

仕事と家庭生活の両立

子育てしやすい住居・まちの環境面での

充実

地域における子どもの活動拠点の充実

子どもの教育環境

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

妊娠・出産に対する支援

母親・乳児の健康に対する安心

子育て支援のネットワークづくり

その他

無回答

％

（Ｎ=1,294）

48.8%

45.4%

43.1%

31.9%

20.2%

16.9%

14.4%

10.4%

9.3%

9.0%

11.1%

1.6%

0 10 20 30 40 50 60

保育事業の充実

地域における子育て支援の充実

仕事と家庭生活の両立

子育てしやすい住居・まちの環境面での

充実

地域における子どもの活動拠点の充実

子育て支援のネットワークづくり

子どもの教育環境

母親・乳児の健康に対する安心

妊娠・出産に対する支援

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

その他

無回答

％

（Ｎ=568）
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  ウ 定期的な教育・保育事業について 

●定期的な利用を希望する教育・保育事業は、幼稚園と認可保育所が主な事業とな

っています。 

●３歳以上児の教育・保育事業の利用に際し、過半数の保護者が学校教育と保育の

両方の提供を望んでいます。 

 

  ○ 定期的な教育・保育事業の利用希望について 

    子どもが小学校へ入学するまでの間に利用したい教育・保育事業として、「幼稚園」

を希望する割合が最も高く、次いで「認可保育所」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ ３歳以上児が教育・保育事業を利用する際に希望する教育・保育の内容 

    ３歳以上児が教育・保育事業を利用する際にどのような内容の教育・保育を希望す

るかについては、「幼児期の学校教育・保育の両方を希望する」保護者の割合が半数以

上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

61.0%

48.2%

26.7%

12.4%

11.9%

6.4%

6.0%

5.6%

2.5%

2.3%

1.5%

1.0%

2.1%

1.5%

0 10 20 30 40 50 60 70

幼稚園

認可保育所

幼稚園の預かり保育

認定こども園

ファミリー・サポート・センター

東京都認証保育所

一時預かり事業・特定保育事業

小規模保育施設

ベビーシッター

事業所内保育施設

家庭的保育事業

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

％

（Ｎ=1,917）

無回答
1.3%

両方を希望
51.3%

保育を希望
20.8%

幼児期の
学校教育を希望

26.7%

（Ｎ=1,917）
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（２）小学生の保護者 

  ア 周囲の支援の状況や子育ての仲間づくりについて 

●就学前児童の保護者と同様に、子育てに関して祖父母等の親族による支援を受け

られる家庭は増えているものの、友人・知人や地域とのつながりが希薄化する傾向

にあります。 

 

  ○ 子どもを預かってもらえる親族・知人について 

    前回調査時と比べ、「祖父母等の親族に預かってもらえる」保護者の割合は高くなる

一方で、「子どもを預かってもらえる友人・知人がいる」保護者の割合は低くなってい

ます。また、「いずれもいない」保護者の割合は前回調査時よりも高くなっています。 

子どもを預けられる友人・知人が少なくなり、親族に頼ることが多くなっている傾

向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 近所付き合いについて 

    前回調査時と比べ、隣近所に「個人的なことを相談しあえる人がいる」保護者の割

合は低くなっており、近所付き合いの仕方は浅くなっていることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.5%

47.3%

6.0%

31.4%

14.4%

4.4%

17.9%

48.4%

7.6%

32.7%

13.8%

1.6%

0 10 20 30 40 50 60

日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に

預かってもらえる

日常的に子どもを預かってもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを預かって

もらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答
今回（Ｎ=1,358）

前回（Ｎ=1,301）

％

22.3%

43.8%

28.6%

4.6%

0.7%

26.6%

46.0%

22.8%

2.6%

2.1%

0 10 20 30 40 50

個人的なことを相談しあえる人がいる

さしさわりのないことなら、話せる相手がいる

道で会えば、あいさつをする程度の人ならいる

ほとんど近所づきあいをしない

無回答
今回（Ｎ=1,358）

前回（Ｎ=1,301）

％
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  ○ 子育ての仲間について 

    前回調査時と比べ、「子どもを預けることができる仲間がいる」保護者の割合が低く

なっています。 

仲間とどこで知り合ったかについては、「幼稚園・保育所・学校などの子どもが通う

施設」である割合が８割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仲間とどこで知り合ったか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.0%

34.4%

16.4%

5.8%

5.7%

4.8%

8.9%

0.2%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

幼稚園・保育所・学校などの子どもが通う施設

近所

古くからの知人

地域のひろば

公園

出産した病院

その他

無回答

％

（Ｎ=1,218）

35.0%

54.7%

6.0%

4.3%

44.7%

48.7%

5.1%

1.5%

0 10 20 30 40 50 60

子どもを預けることができる仲間がいる

話をする仲間がいる

仲間がいない

無回答
今回（Ｎ=1,358）

前回（Ｎ=1,301）

％
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  イ 放課後の子どもの過ごし方の希望について 

●学童クラブについては、低学年の子どもを持つ保護者の３割が利用を希望していま

す。 

●学童クラブと放課後子ども教室については、子どもの成長とともに利用希望が低

くなる傾向が見られます。 

 

  ○ 平日の放課後の子どもの過ごし方の希望について 

   ＜学童クラブ＞ 

    低学年の子どもを持つ保護者の利用希望は、「低学年のうちは利用したい」という保

護者が３割で、「高学年になっても利用したい」という保護者は低学年の利用希望の約

半分となっています。 

また、現に高学年の子どもを持つ保護者の利用希望は、低学年の希望を更に下回っ

ています。 

   ＜放課後こども教室＞ 

    低学年の子どもを持つ保護者の利用希望は、「低学年のうちは利用したい」という保

護者が４割弱で、「高学年になっても利用したい」という保護者は２割強となっていま

す。 

また、現に高学年の子どもを持つ保護者の利用希望は、低学年の希望を更に下回っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（低学年の子どもを持つ保護者） 
 

（高学年の子どもを持つ保護者） 
 

70.4%

60.2%

48.9%

38.8%

30.6%

23.1%

17.8%

2.4%

2.9%

70.1%

53.8%

47.5%

22.8%

14.0%

23.8%

17.2%

1.4%

17.3%

0 20 40 60 80

習い事（ピアノ教室、

サッカークラブ、学習塾など）

自宅

その他（公園など）

放課後子ども教室

学童クラブ

児童館（文化センター）

祖父母宅や友人・知人宅

ファミリー・サポート・センター

無回答

低学年のうち
（Ｎ=663）
高学年になったら
（Ｎ=663）

％

79.8%

71.3%

53.2%

26.9%

22.5%

11.2%

8.5%

1.6%

5.8%

0 20 40 60 80

習い事（ピアノ教室、

サッカークラブ、学習塾など）

自宅

その他（公園など）

児童館（文化センター）

祖父母宅や友人・知人宅

学童クラブ

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

無回答

％

（Ｎ=694）
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（３）中学生・高校生世代 

  ア 府中市に実施してほしいこと 

●中学生・高校生世代の子どもたちが市に望むこととして、安心して過ごすことの

できる居場所づくりに関するニーズが高くなっています。 

 

  ○ 府中市に実施してほしいこと 

    中学生・高校生世代共に「子どもが安心して遊べる遊び場・施設をふやす」の割合

が最も高く、次いで「子どもたちの居場所をつくる」となっており、いずれも子ども

たち自身の居場所に関する内容となっています。 

 

（前回調査時との比較）    （世代別内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.6%

26.3%

17.9%

16.3%

15.1%

14.1%

13.6%

11.9%

7.7%

6.0%

6.0%

5.4%

3.7%

2.7%

2.6%

8.2%

16.6%

1.5%

46.4

39.7

21.4

13.4

11.5

12.6

18.3

5.3

5.4

4.1

3.8

9.9

2.6

2.4

5.8

13.2

1.6

0 10 20 30 40 50

子どもが安心して遊べる遊び場・施設を

ふやす

子どもたちの居場所（集まったり、宿泊し

たりするスペース）をつくる

図書館の本や資料を充実する

パソコン（インターネット）を使える場所を

つくる

バンドの練習ができる音楽スタジオを

つくる

いじめ、不登校などの相談を充実する

図書館や児童館などを夜間も開館する

中学生・高校生世代によるボランティア

の機会を提供する

子どもたちがまちづくりに参加できる

しくみをつくる

子どもの悩みや相談を受付ける「子ども

110番」をつくる

子どもの人権を守る機関をつくる

中学生・高校生世代の意見発表の場を

つくる

公会堂などを子どものグループが利用

できるようにする

市内の子どもに関する施設などをまとめ

た「子どもマップ」をつくる

子ども向けホームページを立ち上げる

その他

特にない

無回答

今回（Ｎ=821）

前回（Ｎ=851）

％

46.7%

27.1%

19.8%

19.3%

14.8%

14.1%

11.6%

10.1%

6.8%

5.9%

7.5%

5.9%

3.6%

3.6%

3.3%

8.2%

14.1%

1.6%

32.2

24.7

13.4

9.2

16.3

14.6

18.8

15.5

8.8

6.3

2.5

3.8

3.8

0.4

0.8

8.4

22.6

1.3

0 10 20 30 40 50

中学生（Ｎ=576）

高校生（Ｎ=239）

％
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（４）ひとり親家庭の保護者 

  ア 保護者の就労の状況について 

●仕事のあっせんや技能習得のための経済的支援、仕事と家庭生活の両立支援など、

就労に関する支援へのニーズが高くなっています。 

 

  ○ 就労の有無や就労形態などについて 

    「働いている」保護者の就労形態は、「常勤の勤め人」と「パート・アルバイト」が

４割前後とほぼ同じ割合です。また「働いていない」理由として、２人に１人が「自

分が働ける健康状態ではない」ことを挙げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（働いていない理由） 

 

（就労形態） 

 

（就労の有無） 

 
39.9%

42.4%

9.2%

3.4%

4.2%

0.4%

0.4%

0.0%

0 10 20 30 40 50

常勤の勤め人（正社員・正規職員）

パート・アルバイト

契約社員

派遣社員

自営業・家族従業

在宅勤務・内職

その他

無回答

％

（Ｎ=238）

51.4%

32.4%

13.5%

13.5%

8.1%

8.1%

5.4%

2.7%

0.0%

29.7%

0.0%

0 10 20 30 40 50 60

自分が働ける健康状態ではない

曜日や時間について条件のあう仕事がない

子どもの保育の手立てがない

仕事に必要な専門知識がない

子どもが病気などで世話をしなければならない

仕事をする気持ちになれない

他の家族の世話をしなければならない

通学中である

働く必要がない

その他

無回答

％

（Ｎ=37）

働いていない

13.3%

働いている

85.3%

無回答

1.4% （Ｎ=279）
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  ○ ひとり親になった後の就労状況の変化と必要な支援について 

    「新たに仕事についた」及び「転職をした」という保護者を合わせると５割を超えてお

り、新しく仕事を始めようとするときにあったらよいと思う支援については、「条件に合

う仕事のあっせん」及び「職業・技能講習会などへの経済的支援」の割合が高くなってい

ます。 

（ひとり親になった後の就労状況の変化） 

 

 

 

 

 

 

（新しく仕事を始めようとするときにあったらよいと思う支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 子育てにおいて有効だと思う支援・対策について 

    子育てにおいてどのような支援・対策が有効かについては、子育てを楽しいと感じ

るか否かにかかわらず、「仕事と家庭生活の両立」の割合が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（子育てに有効な支援はなにか） 
子育てについて「楽しいと感じることのほうが多い」と 

回答した人への設問 

 

（子育てのつらさを解消するために必要なことはなにか） 
子育てについて「楽しいと感じることと、つらいと感じることが同じ 

くらい」「つらいと感じることの方が多い」と回答した人への設問 

 

 

31.5%

28.7%

19.0%

4.7%

4.7%

3.6%

2.2%

5.7%

0 10 20 30 40

新たに仕事についた

前と同じ仕事を続けている

転職をした

いままでの仕事のほかに、新たな仕事を追加した

仕事をやめてしまった

無職のままである

その他

無回答

％

（Ｎ=279）

57.0%

48.0%

29.7%

26.5%

16.8%

15.4%

2.2%

6.8%

3.2%

0 10 20 30 40 50 60

条件に合う仕事のあっせん

職業・技能講習会などへの経済的支援
受講しやすい職業・技能講習会の開催

（受講日、時間帯、受講場所など）

費用負担の少ない職業・技能講習会の紹介

資格や免許についての相談や情報提供

就職活動や職業訓練中の子どもの保育

その他

特に必要な支援はない

無回答

％

（Ｎ=279）

66.1%

44.1%

33.1%

29.1%

26.0%

18.9%

14.2%

7.9%

5.5%

4.7%

5.5%

0.0%

0 10 20 30 40 50 60 70

仕事と家庭生活の両立
子育てしやすい住居・まちの環境面での

充実
子どもの教育環境

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

地域における子育て支援の充実

保育事業の充実

地域における子どもの活動拠点の充実

子育て支援のネットワークづくり

母親・乳児の健康に対する安心

妊娠・出産に対する支援

その他

無回答

％

（Ｎ=127）

69.0%

37.9%

23.3%

22.4%

15.5%

8.6%

6.0%

4.3%

4.3%

1.7%

12.9%

6.0%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

仕事と家庭生活の両立

子どもの教育環境

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減
子育てしやすい住居・まちの環境面での

充実
地域における子育て支援の充実

保育事業の充実

子育て支援のネットワークづくり

妊娠・出産に対する支援

母親・乳児の健康に対する安心

地域における子どもの活動拠点の充実

その他

無回答

％

（Ｎ=116）



 

 - 44 -

 

  イ 子育ての状況について 

●ひとり親家庭の保護者は、経済的にも精神的にも子育てに関する負担感が大きい

傾向が見られます。 

 

  ○ 子育てで日頃悩んでいること・気になることについて 

    子育てで日頃悩んでいることでは「学費など、子どもにかかるお金のこと」の割合

が最も高く、他の項目を大きく引き離しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 就学前児童・小学生の保護者への調査結果との比較について 

    就学前児童・小学生の保護者への両調査結果と比較し、ひとり親家庭では「子育て

を楽しいと感じる」保護者の割合が低く、また、「子育てに不安を感じている」保護者

の割合は高くなっています。 

（子育てを楽しいと感じるか） 

 

 

 

 

 

 

（子育てに不安を感じているか） 

 

71.3%

50.9%

26.9%

21.5%

21.1%

20.1%

16.5%

16.1%

12.9%

12.5%

10.0%

7.2%

5.0%

2.2%

2.2%

7.5%

5.7%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

学費など、子どもにかかるお金のこと

子どもの教育・塾、進路に関すること

子どもとの時間を十分にとれないこと

友だちづきあいなど対人関係に関すること

病気に関すること

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

いじめに関すること

食事や栄養に関すること

発育・発達に関すること

子どものほめ方・しかり方がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どものことに関する話し相手や相談相手がいないこと

子どもに落ち着きがないこと

子育ての方法がよくわからないこと

その他

特にない

無回答

％

（Ｎ=279）

67.5

54.1

45.5

26.6

35.2

35.8

楽しいが多い
楽しい、つらい

同じくらい

5.7

つらいが多い

3.1

6.2

1.0

6.5

3.3

わからない

2.9

1.0

0.4

その他

3.6

1.4

0.1

無回答

就学前

（Ｎ=1,917）

小学生

（Ｎ=1,358）

ひとり親

（Ｎ=279）

5.6

5.2

20.7

39.7

36.2

47.9 25.6

強く感じている 感じている
あまり感じて

いない

43.9

38.1

3.7

感じていない

10.0

8.0

2.1

12.5

0.7

無回答

就学前

（Ｎ=1,917）

小学生

（Ｎ=1,358）

ひとり親

（Ｎ=279）
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施策目標１ 地域で安心して出産し、子育てができる環境の整備 
 

施策１ 情報提供・相談体制の充実 
 

１ 現状と課題 

   子育て情報誌やリーフレットの配布、インターネットを活用したウェブサイトの運営

やメール配信など、多様な媒体を活用して出産や子育ての支援に関する情報を提供し、

子育て世代の情報格差の解消を図っています。また、子どもや家庭に関する様々な悩み

や不安に対応するため、子ども家庭支援センター「たっち」では専門相談員が面談等に

より子育ての相談に対応するとともに、子ども家庭支援センター「しらとり」と連携し

て２４時間体制で電話相談に対応しています。 

子育てへの不安や精神的な不安から児童虐待に至るケースが増えるなかで、保護者が

一人で悩みや不安を抱え込むことがないよう、また支援が必要な家庭へ早期に支援の手

が届くよう、情報入手や相談をより気軽にできる環境づくりを進めるとともに、関係機

関の連携により妊娠期からの切れ目のない支援体制が必要です。 

 

２ 施策の方向性 

出産や子育ての支援に関する情報をいつでも簡単に入手できるよう、引き続きインタ

ーネットや情報誌などの多様な媒体を活用して提供していくとともに、幼稚園や保育所、

各種子育て支援事業の利用に係る相談・支援を身近な地域において行うための体制の充

実を図ります。 

また、子ども家庭支援センターでは２４時間体制で電話相談を受け付け、育児不安や

精神的不安の解消を図るとともに、関係機関と連携して支援が必要な家庭の早期把握と

その後のきめ細やかな対応に努めます。 

 

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

子育て情報等推進事業 出産や子育ての支援に関する情報を、インターネットや子育て情

報誌などの多様な媒体を活用して提供するとともに、その内容の

充実を図ります。 

利用者支援事業 子育て家庭が幼稚園や保育所、各種子育て支援事業を円滑に利用

できるよう、情報の収集・提供や利用に係る相談・支援等を身近

な地域において行う事業を市内各所において実施します。 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」及び「確保方策」 

 

利用者支援事業 

＜基本情報＞ 

事 業 概 要 

子育て家庭が幼稚園や保育所、各種子育て支援事業を円滑に利用できる

よう、情報の収集・提供や利用に係る相談・支援等を身近な地域におい

て行う事業 

事業提供区域 
教育・保育提供区域（第１章-６「教育・保育提供区域」（２１ページ）

を参照）と同様の６区域で設定 

目標事業量の 

見込みの設定 
身近な地域において行う事業として、事業提供区域ごとに１か所を設定 

 

＜確保方策の方向性・考え方＞ 

現在、利用者支援事業を実施しているのは、子ども家庭支援センター「たっち」及び子ど

も家庭支援センター「しらとり」の２か所です。今後は、事業提供区域ごとに１か所ずつ、

計６か所での実施を目指します。 

 

＜事業計画（平成２７～３１年度）＞ 

【市内全域】

６か所

確
保
方
策

０か所 ０か所差異（Ｂ－Ａ） ▲４か所 ▲４か所

提供事業量（Ｂ） ２か所 ２か所 ２か所

▲４か所

２か所

２か所

公共施設等 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 ４か所 ４か所

６か所

２か所 ２か所

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８

子ども家庭支援センター ２か所 ２か所 ２か所

（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ）

Ｈ３０

６か所 ６か所 ６か所 ６か所 ６か所

Ｈ３１Ｈ２９
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施策２ 地域における子育て支援 
 

１ 現状と課題 

  在宅で子育てをする家庭を対象に、各保育所では園庭開放や子育てひろばなどの親子

交流活動や子育て相談事業を実施し、子育て中の保護者の孤立化の防止や育児に係る負

担感の軽減を図っています。また、市の保育士やボランティアが実施している子育てひ

ろばでは、文化センター等の施設を活用し、身近な地域で親子が気軽に集い、交流でき

る場を提供するとともに、参加している保護者の子育て相談に対応しています。 

地域の様々な人材や団体、施設などの社会資源との連携や協働を図り、地域全体で子

ども・子育てを支える環境づくりを進めるとともに、その取組がより効果的・効率的に機

能していくよう、地域における更なる支援体制の再構築が必要となっています。 

 

２ 施策の方向性 

  平成２５年度に策定した「今後の保育行政のあり方に関する基本方針」に基づく６エ

リア構想の下、市立保育所（基幹保育所）を各エリアの拠点として地域における子育て

支援体制の充実を図ります。また併せて、支援体制の再構築に向けた取組を進めます。 

 

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

地域子育て支援事業 

（市立保育所） 

○市立保育所を重点集約化し、地域子育て支援機能の拡充を図り

ます。 

○６エリア構想の下、市立保育所（基幹保育所）を各エリアの拠

点として、アウトリーチ型の事業展開の検討も含め、地域の子育

て支援機能の充実を図ります。 

子育てひろば事業 私立保育園や子ども家庭支援センター等での子育てひろば事業に

ついて、市立保育所の地域子育て支援機能拡充の動向と歩調を合

わせて、地域の需要量に見合った事業提供体制を整備します。 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」及び「確保方策」 

 

地域子育て支援拠点（子育てひろば）事業 

＜基本情報＞ 

事 業 概 要 
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについ

ての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業 

事業提供区域 
教育・保育提供区域（第１章-６「教育・保育提供区域」（２１ページ）

を参照）と同様の６区域で設定 

目標事業量の 

見込みの設定 
市民意向調査に基づくニーズ量の推計により設定 

 

＜確保方策の方向性・考え方＞ 

国・東京都基準の子育てひろば事業については、地域間の提供体制の均衡に配慮し、拡充

の方向性でニーズ量に応じた提供体制を確保します。また、市単独事業による子育てひろば

事業（開催頻度等の実施水準が国・東京都の定める水準に満たないもの）については、当面

の間は提供体制を補完する役割として継続実施し、国・東京都基準の子育てひろば事業の充

実と併せて実施形態の見直しを図ります。 

 

＜事業計画（平成２７～３１年度）＞ 

【市内全域】

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人回 １９６,３７４ １９２,３２１ １８８,３５６ １８５,６９８ １８３,０８０

確
保
方
策

私立保育園等 ８か所 ８か所 ８か所 ８か所

子ども家庭支援センター ２か所 ２か所 ２か所

７か所 ７か所

市立保育所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 ６か所 ６か所

２か所 ２か所 ２か所

ｂａｂｙ　ｃａｆｅ １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

提供事業量（Ｂ） 人回 １７０,６８０ １７０,６８０ １７０,６８０ １７０,６８０ １９４,８６０ １９４,８６０

差異（Ｂ－Ａ） 人回 ▲２５,６９４ ▲２１,６４１ ▲１７,６７６ ９,１６２ １１,７８０
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【第１区域】

【第２区域】

【第３区域】

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人回 ４０,１５３ ３９,３２４ ３８,５１３ ３７,９７０ ３７,４３４

確
保
方
策

私立保育園 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ３か所 ３か所

市立保育所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 １か所 １か所

提供事業量（Ｂ） 人回 ３８,１２３ ３８,１２３ ３８,１２３ ３８,１２３ ３８,９０３ ３８,９０３

差異（Ｂ－Ａ） 人回 ▲２,０３０ ▲１,２０１ ▲３９０ ９３３ １,４６９

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人回 ３８,７９３ ３７,９９３ ３７,２１０ ３６,６８４ ３６,１６７

確
保
方
策

私立保育園 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 ２か所 ２か所

市立保育所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 １か所 １か所

提供事業量（Ｂ） 人回 ３５,６１６ ３５,６１６ ３５,６１６ ３５,６１６ ３６,３９６ ３６,３９６

差異（Ｂ－Ａ） 人回 ▲３,１７７ ▲２,３７７ ▲１,５９４ ▲２８８ ２２９

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人回 ３１,１７６ ３０,５３３ ２９,９０３ ２９,４８１ ２９,０６６

確
保
方
策

市立保育所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 １か所 １か所

ｂａｂｙ　ｃａｆｅ １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

提供事業量（Ｂ） 人回 ２７,７９８ ２７,７９８ ２７,７９８ ２７,７９８ ３２,４７８ ３２,４７８

差異（Ｂ－Ａ） 人回 ▲３,３７８ ▲２,７３５ ▲２,１０５ ２,９９７ ３,４１２
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【第４区域】

【第５区域】

【第６区域】

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人回 ２４,１８２ ２３,６８３ ２３,１９５ ２２,８６８ ２２,５４５

確
保
方
策

市立保育所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 １か所 １か所

子ども家庭支援センター １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

提供事業量（Ｂ） 人回 １７,６９５ １７,６９５ １７,６９５ １７,６９５ ２２,３７５ ２２,３７５

差異（Ｂ－Ａ） 人回 ▲６,４８７ ▲５,９８８ ▲５,５００ ▲４９３ ▲１７０

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人回 ２２,４５５ ２１,９９１ ２１,５３８ ２１,２３４ ２０,９３５

確
保
方
策

市立保育所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 １か所 １か所

子ども家庭支援センター １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

提供事業量（Ｂ） 人回 ２２,１７５ ２２,１７５ ２２,１７５ ２２,１７５ ２６,８５５ ２６,８５５

差異（Ｂ－Ａ） 人回 ▲２８０ １８４ ６３７ ５,６２１ ５,９２０

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人回 ３９,６１５ ３８,７９７ ３７,９９７ ３７,４６１ ３６,９３３

確
保
方
策

私立保育園等 １か所 １か所 １か所 １か所 ２か所 ２か所

市立保育所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 １か所 １か所

提供事業量（Ｂ） 人回 ２９,２７３ ２９,２７３ ２９,２７３ ２９,２７３ ３７,８５３ ３７,８５３

差異（Ｂ－Ａ） 人回 ▲１０,３４２ ▲９,５２４ ▲８,７２４ ３９２ ９２０
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施策目標２ 質の高い幼児期の教育・保育の提供 
 

施策３ 質の高い幼児期の教育・保育の提供 
 

１ 現状と課題 

  新制度では、子どものための教育・保育給付が創設されることから、教育・保育給付

のあり方については、各施設・事業所に対する運営支援等の現状を踏まえ、利用者負担

のあり方と併せて検討する必要があります。 

今後、教育・保育を提供する施設や事業主体が更に多様化することが見込まれますが、

子どもの健やかな発達や学びの連続性を保障していくため、質の高い幼児期の教育・保

育の提供を図り、幼児期の教育を担う全ての施設が小学校を含めた地域資源と連携して

いくことが求められます。 

また、現状では、市内に認定こども園がないことから、新制度の趣旨や市民の意向を

踏まえ、その設置に向けた対応が求められています。 

 

２ 施策の方向性 

  教育・保育給付に係る給付費及び利用者負担について、国が示す公定価格等の制度設

計を踏まえ、市単独で実施している給付や利用者負担の設定の適正なあり方を検討し、

見直しを進めます。 

また、教育・保育の質を確保し、保育施設等を安心して利用できる環境を整備するた

め、巡回支援や保育従事者に対する研修等を充実するとともに、幼稚園教諭・保育士・

小学校教員が相互理解を図るための合同研修や子どもの交流活動の機会の創出を図るな

ど、幼・保・小の連携に向けた取組を進めます。 

認定こども園については、計画期間内を目途にあらゆる資源の活用を視野に入れて、

その設置を目指します。 
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３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

子どものための教育・ 

保育給付 

新制度に基づく子どものための教育・保育給付を行うとともに、

市単独で実施している給付については、新制度の趣旨や認定区分

ごとのバランスを考慮し、見直しを進めます。 

利用者負担のあり方の 

検討 

国の基準に基づき市が設定する利用者負担については、認定区分

ごとのバランスや、国の基準額と市の設定額の関係について適正

な水準を検討し、見直しを進めます。 

教育・保育の質の確保 「今後の保育行政のあり方に関する基本方針」に基づき、外部評

価の受審の促進、新規に開設した保育施設等への巡回支援を実施

するほか、教育・保育施設等における合同の研修会や学習会の開

催に向けた取組を進めます。 

 

４ 地域子ども・子育て支援事業への対応 

 

（１）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

支給認定保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護

者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又

は行事への参加に要する費用等を助成する国の新たな事業です。 

国の動向を踏まえて、適宜、事業を実施します。 

 

（２）多様な主体が新制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事

業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための、国の新

たな事業です。 

国の動向を踏まえて、適宜、事業を実施します。 
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施策４ 保育所等待機児童の解消 
 

１ 現状と課題 

  本市ではこれまで、増加する保育需要に適切に対応するため、認可保育所の開設や定

員増はもとより、認可保育所の分園や認証保育所の新設等の取組を積極的に進めてきま

したが、女性の就労意向の変化や転入者の増加等による保育需要の増加により、待機児

童の解消には至りませんでした。 

このことから、今後は多様な施設又は事業者から質の高い教育・保育が、保護者の選

択に基づき適切に提供されるよう、市内における教育・保育の提供体制の整備を計画的

に進める必要があります。 

 

２ 施策の方向性 

  子育て家庭に必要な保育サービスを提供するため、地域における将来的な就学前児童

人口とニーズ量を踏まえ、既存施設の有効活用等のソフト面の手法と施設の整備等によ

るハード面の手法により、保育サービス量の拡充に取り組みます。 

施設整備については、私立保育園の整備を行うほか、幼稚園と保育所の両方の良さを

併せ持つ認定こども園や、少人数の３歳未満児を保育する家庭的保育事業等の地域型保

育事業の整備についても検討しながら、待機児童の解消を図ります。 

   

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

教育・保育施設 ○施設型給付の対象となる幼稚園や幼稚園型認定こども園等へ移行

する幼稚園に対して、移行支援を行います。 

○「今後の保育行政のあり方に関する基本方針」に基づき、私立保育

園を中心に待機児童への対応を図ることを基本として、必要となる支

援を行います。 

○幼稚園・保育所等の既存施設における、地域型保育事業の連携施設

や卒園後の受入先等としての機能強化について、検討を進めます。 

地域型保育事業 一定の圏域内において連携施設や卒園後の受入先等が確保されるこ

とを前提に、地域型保育事業の整備を進めます。 

認可外保育所 

（認証保育所） 

今後も東京都と連携し、運営面等において必要となる支援を積極的に

行います。また、他の類型（認可保育所等）への移行については、利

用児童処遇や保育の継続性が確保され、また保育の質と量の両面にお

いて充実が図られることを前提に対応を図ります。 
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４ 教育・保育の「量の見込み」及び「確保方策」 
 
＜基本情報＞ 

事 業 概 要 

就学前の子どもに対して、それぞれの家庭の状況に応じて※必要とされる

教育・保育を幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業等を通じて

提供するもの 

※ 家庭の状況に応じて次のとおり就学前の子どもを区分し、事業計画を

策定しています。 

１号認定 満３歳以上で、教育を希望する場合 

２号認定 
満３歳以上で、保護者の就労等により保育所等での 

保育を希望する場合 

３号認定 
満３歳未満で、保護者の就労等により保育所等での 

保育を希望する場合 

（第１章-１-（２）「【特集】子ども・子育て支援新制度の概要」（６～９

ページ）を参照） 

教育・保育 

提 供 区 域 

▼１号認定 

市内全域を１区域として設定 

▼２号認定及び３号認定 

６区域（第１章-６「教育・保育提供区域」（２１ページ）を参照） 

目標事業量の 

見込みの設定 
市民意向調査に基づくニーズ量の推計により設定 

 

＜確保方策の方向性・考え方＞ 

▼１号認定 

 既存施設によりニーズに応じた提供体制が確保されています。 

▼２号認定（学校教育の利用希望が強い） 

認定こども園によりニーズに応えていくことが基本とされていますが、幼稚園における

預かり保育の実施状況に鑑み、当面の間は幼稚園を確保方策と位置付けるとともに、計画

期間内を目途にあらゆる資源の活用を視野に入れて認定こども園の設置を目指します。 

▼２号認定（上記以外）及び３号認定 

保育需要の高まりから待機児童が生じています。保育施設等の不足分については、平成

２９年度を目途に、主として私立保育園の整備により対応します。なお、地域型保育事業

の連携施設や卒園後の受入先等の確保が可能であると見込まれる場合においては、地域型

保育事業の整備も併せて対応を図ります。なお、認証保育所についても引き続き有効な保

育資源と位置付け、大規模な住宅開発事業等に併せた整備を検討します。 
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＜事業計画（平成２７～３１年度）＞ 

【市内全域】

※　調整…[１号]又は[２号]の提供事業量の一部を[２号/学校教育の利用希望が強い]に組み替えるもの。以降同様。

認可外保育施設等
【対象施設】
・認証保育所
・家庭的保育事業
　（都事業）
・定期利用保育
　（保育室）

０ ２３３ ▲８６ ▲２７６

現状（Ｈ２６） Ｈ２７

▲６８５ ６８５ ０

人 ６７７

４,５７０ ０ ２,８５８ ４６５ １,８０５

調整（Ｃ）※ 人

提供事業量（Ｂ） 人 ４,４０５ ２,８３２ ４７１

人 １０９ １１８ ３４９

か所

１,８０７

１１１

０ ０

２０ １９

０

人

特定地域型保育事業
【対象事業】
・小規模保育事業
・家庭的保育事業
・居宅訪問型保育
　事業
・事業所内保育事業

か所

人 ４,４０５ ３,８３０

３５４ １,４５６

１５

２,７２３ ３５３ １,４４２ ７４０ ２,７４９

２,６２５ ５５１ ２,０８１

確
保
方
策

特定教育･保育施設
【対象施設】
・認定こども園
・幼稚園
・保育所

か所 ４２ ４７

人

０歳
１･２
歳３歳

以上
３歳
以上

０歳 １･２歳

区分 単位

保育に
欠けな
い

保育に欠ける

１号

２号

左記
以外

３号

学校教
育の利
用希望
が強い

量の見込み（Ａ） 人 ３,２０８ ６８５

上記以外の幼稚園

か所 ２０

３６５ １０９

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ）
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【市内全域】

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人

Ｈ２８ Ｈ２９

１･２
歳

左記
以外

０歳

３号

▲１１６ ８４１ ０ ６８８ ０ ０

▲６５６

７６０ ０ ４９０ ▲３９

６５６ ０

０ ３,２０３ ５２３ ２,００７１,９２７

１０６ ３３９

調整（Ｃ） 人 ▲６７０ ６７０ ０

認可外保育施設等
【対象施設】
・認証保育所
・家庭的保育事業
　（都事業）
・定期利用保育
　（保育室）

提供事業量（Ｂ） 人 ４,５７０ ０ ３,０５９ ４９８

１０９ １０６

１６

３３９人 １０９

１２ ７ ２７

か所 １６

２ ３

人 ３

３,８３０

特定地域型保育事業
【対象事業】
・小規模保育事業
・家庭的保育事業
・居宅訪問型保育
　事業
・事業所内保育事業

か所

人 ３,８３０

１５

３,０９４ ４１０ １,６４１

上記以外の幼稚園

か所 １５

７４０ ２,９５０ ３８９ １,５７６ ７４０

単位
１号

２号

２,００７

確
保
方
策

特定教育･保育施設
【対象施設】
・認定こども園
・幼稚園
・保育所

か所 ５１ ５４

人

量の見込み（Ａ） 人 ３,１４０ ６７０ ２,５６９ ５３７

３号

１号

２号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

区分

２,０４３ ３,０７３ ６５６ ２,５１５ ５２３

４,５７０
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【市内全域】

認可外保育施設等
【対象施設】
・認証保育所
・家庭的保育
　（都事業）
・定期利用保育
　（保育室）

確
保
方
策

特定教育･保育施設
【対象施設】
・認定こども園
・幼稚園
・保育所

Ｈ３０ Ｈ３１

１２ ９５１ ０ ７１４ １８ ３０

▲６３７

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ８９７ ０ ７１４ １１

６３７ ０調整（Ｃ） 人 ▲６４６ ６４６ ０

１,９９５ ４,５７０ ０ ３,１５４ ５２０ １,９９１

１０６ ３３９

提供事業量（Ｂ） 人 ４,５７０ ０ ３,１９１ ５２３

１０９ １０６ ３３９ １０９人

７ ２７

か所 １６ １６

３

人 ７ ２７

特定地域型保育事業
【対象事業】
・小規模保育事業
・家庭的保育事業
・居宅訪問型保育
　事業
・事業所内保育事業

か所 ３

３,８３０人 ３,８３０

１５

３,０４５ ４０７ １,６２５

上記以外の幼稚園

か所 １５

か所 ５４ ５４

人 ７４０ ３,０８２ ４１０ １,６２９ ７４０

１,９８３ ２,９８２ ６３７ ２,４４０ ５０２ １,９６１量の見込み（Ａ） 人 ３,０２７ ６４６ ２,４７７ ５１２

２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

区分 単位
１号

２号 ３号

１号
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【第１区域（２号認定及び３号認定のみ）】

区分 単位

現状（Ｈ２６） Ｈ２７

保育に欠ける ２号 ３号

３歳以上 ０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１・２
歳

量の見込み（Ａ） 人 １４９ ５７０ １１２ ４２７

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ８ ８

人 ５８６ ７９ ３１６ ５９２ ７９ ３２２

特定地域型保育事業
か所 ０

人 ０ ０

認可外保育施設等
か所 ３ ３

人 ２７ ２０ ５５ ２７ ２０ ５５

提供事業量（Ｂ） 人 ６１３ ９９ ３７１ ６１９ ９９ ３７７

調整（Ｃ） 人 １４９ ０

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ ４９ ▲１３ ▲５０

区分 単位

Ｈ２８ Ｈ２９

２号 ３号 ２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 １４５ ５５８ １０９ ４１９ １４３ ５４７ １０６ ４１２

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ９ ９

人 ６４０ ８９ ３４６ ６４１ ８９ ３３８

特定地域型保育事業
か所 １ １

人 ２ ８ ２ ８

認可外保育施設等
か所 １ １

人 ２７ １７ ４８ ２７ １７ ４８

提供事業量（Ｂ） 人 ６６７ １０８ ４０２ ６６８ １０８ ３９４

調整（Ｃ） 人 １４５ ０ １４３ ０

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ １０９ ▲１ ▲１７ ０ １２１ ２ ▲１８

区分 単位

Ｈ３０ Ｈ３１

２号 ３号 ２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 １４０ ５３８ １０４ ４０７ １３８ ５３０ １０２ ４０２

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ９ ９

人 ６３０ ８９ ３３８ ６１４ ８９ ３３８

特定地域型保育事業
か所 １ １

人 ２ ８ ２ ８

認可外保育施設等
か所 １ １

人

６４１

２７ １７ ４８ ２７

１３８ ０

１７ ４８

提供事業量（Ｂ） 人 ６５７ １０８ ３９４

０ １１１

１０８ ３９４

調整（Ｃ） 人 １４０ ０

６ ▲８差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ １１９ ４ ▲１３  
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【第２区域（２号認定及び３号認定のみ）】

区分 単位

現状（Ｈ２６） Ｈ２７

保育に欠ける ２号 ３号

３歳以上 ０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 １３８ ５３０ １０２ ４２４

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 １０ １０

人 ５２１ ８１ ３１０ ５４０ ８２ ３１８

特定地域型保育事業
か所 ０

人 ０ ０

認可外保育施設等
か所 ５ ５

人 ２０ ２１ ５７ ２０ ２１ ５７

提供事業量（Ｂ） 人 ５４１ １０２ ３６７ ５６０ １０３ ３７５

調整（Ｃ） 人 １３８ ０

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ ３０ １ ▲４９

区分 単位

Ｈ２８ Ｈ２９

２号 ３号 ２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 １３５ ５１９ ９９ ４１６ １３３ ５０８ ９６ ４０９

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 １０ １１

人 ５４０ ８４ ３２２ ５８７ ９０ ３４７

特定地域型保育事業
か所 １ １

人 １ ４ １ ４

認可外保育施設等
か所 ４ ４

人 ２０ １９ ５４ ２０ １９ ５４

提供事業量（Ｂ） 人 ５６０ １０４ ３８０ ６０７ １１０ ４０５

調整（Ｃ） 人 １３５ ０ １３３ ０

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ ４１ ５ ▲３６ ０ ９９ １４ ▲４

区分 単位

Ｈ３０ Ｈ３１

２号 ３号 ２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 １３１ ５００ ９５ ４０４ １２９ ４９３ ９３ ４００

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 １１ １１

人 ５８６ ９０ ３４７ ５８４ ９０ ３４７

特定地域型保育事業
か所 １ １

人 １ ４ １ ４

認可外保育施設等
か所 ４ ４

人

６０４

２０ １９ ５４ ２０

１２９ ０

１９ ５４

提供事業量（Ｂ） 人 ６０６ １１０ ４０５

０ １１１

１１０ ４０５

調整（Ｃ） 人 １３１ ０

１７ ５差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ １０６ １５ １  
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【第３区域（２号認定及び３号認定のみ）】

区分 単位

現状（Ｈ２６） Ｈ２７

保育に欠ける ２号 ３号

３歳以上 ０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 １０５ ４０２ ８６ ３３３

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ６ ６

人 ３５９ ４５ １８０ ３６０ ４５ １８０

特定地域型保育事業
か所 ０

人 ０ ０

認可外保育施設等
か所 ４ ４

人 ３２ ３１ ８９ ３２ ３１ ８９

提供事業量（Ｂ） 人 ３９１ ７６ ２６９ ３９２ ７６ ２６９

調整（Ｃ） 人 １０５ ０

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ ▲１０ ▲１０ ▲６４

区分 単位

Ｈ２８ Ｈ２９

２号 ３号 ２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 １０３ ３９４ ８４ ３２７ １００ ３８５ ８２ ３２２

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ７ ８

人 ４０５ ５０ ２０７ ４５０ ５６ ２３３

特定地域型保育事業
か所 ０ ０

人 ０ ０ ０ ０

認可外保育施設等
か所 ４ ４

人 ３２ ３１ ８９ ３２ ３１ ８９

提供事業量（Ｂ） 人 ４３７ ８１ ２９６ ４８２ ８７ ３２２

調整（Ｃ） 人 １０３ ０ １００ ０

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ ４３ ▲３ ▲３１ ０ ９７ ５ ０

区分 単位

Ｈ３０ Ｈ３１

２号 ３号 ２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 ９９ ３８０ ８０ ３１７ ９８ ３７４ ７８ ３１４

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ８ ８

人 ４４９ ５６ ２３３ ４４７ ５６ ２３３

特定地域型保育事業
か所 ０ ０

人 ０ ０ ０ ０

認可外保育施設等
か所 ４ ４

人

４７９

３２ ３１ ８９ ３２

９８ ０

３１ ８９

提供事業量（Ｂ） 人 ４８１ ８７ ３２２

０ １０５

８７ ３２２

調整（Ｃ） 人 ９９ ０

９ ８差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ １０１ ７ ５  
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【第４区域（２号認定及び３号認定のみ）】

区分 単位

現状（Ｈ２６） Ｈ２７

保育に欠ける ２号 ３号

３歳以上 ０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 ７８ ２９８ ７４ ２４４

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ５ ５

人 ３３３ ４７ ２０４ ３３３ ４７ ２０４

特定地域型保育事業
か所 ０

人 ０ ０

認可外保育施設等
か所 ２ ２

人 ６ １９ ５８ ６ １９ ５８

提供事業量（Ｂ） 人 ３３９ ６６ ２６２ ３３９ ６６ ２６２

調整（Ｃ） 人 ７８ ０

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ ４１ ▲８ １８

区分 単位

Ｈ２８ Ｈ２９

２号 ３号 ２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 ７６ ２９１ ７３ ２４０ ７４ ２８５ ７１ ２３５

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ５ ５

人 ３３３ ４７ ２０３ ３３３ ４７ ２０３

特定地域型保育事業
か所 ０ ０

人 ０ ０ ０ ０

認可外保育施設等
か所 ２ ２

人 ６ １９ ５８ ６ １９ ５８

提供事業量（Ｂ） 人 ３３９ ６６ ２６１ ３３９ ６６ ２６１

調整（Ｃ） 人 ７６ ０ ７４ ０

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ ４８ ▲７ ２１ ０ ５４ ▲５ ２６

区分 単位

Ｈ３０ Ｈ３１

２号 ３号 ２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 ７３ ２８１ ６９ ２３３ ７２ ２７７ ６８ ２３０

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ５ ５

人 ３３４ ４７ ２０２ ３３３ ４７ ２０２

特定地域型保育事業
か所 ０ ０

人 ０ ０ ０ ０

認可外保育施設等
か所 ２ ２

人

３３９

６ １９ ５８ ６

７２ ０

１９ ５８

提供事業量（Ｂ） 人 ３４０ ６６ ２６０

０ ６２

６６ ２６０

調整（Ｃ） 人 ７３ ０

▲２ ３０差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ ５９ ▲３ ２７  
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【第５区域（２号認定及び３号認定のみ）】

区分 単位

現状（Ｈ２６） Ｈ２７

保育に欠ける ２号 ３号

３歳以上 ０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 ７８ ３０１ ６２ ２４０

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ４ ４

人 ３９６ ３７ １６６ ３９６ ３７ １６６

特定地域型保育事業
か所 ０

人 ０ ０

認可外保育施設等
か所 ３ ２

人 １９ １５ ６２ １９ ８ ４６

提供事業量（Ｂ） 人 ４１５ ５２ ２２８ ４１５ ４５ ２１２

調整（Ｃ） 人 ７８ ０

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ １１４ ▲１７ ▲２８

区分 単位

Ｈ２８ Ｈ２９

２号 ３号 ２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 ７７ ２９４ ６０ ２３６ ７５ ２８８ ５９ ２３１

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ４ ４

人 ３９６ ３６ １６６ ３９６ ３６ １６４

特定地域型保育事業
か所 ０ １

人 ０ ０ ４ １５

認可外保育施設等
か所 ２ ２

人 １９ ８ ４６ １９ ８ ４６

提供事業量（Ｂ） 人 ４１５ ４４ ２１２ ４１５ ４８ ２２５

調整（Ｃ） 人 ７７ ０ ７５ ０

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ １２１ ▲１６ ▲２４ ０ １２７ ▲１１ ▲６

区分 単位

Ｈ３０ Ｈ３１

２号 ３号 ２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 ７４ ２８４ ５７ ２２９ ７３ ２７９ ５６ ２２６

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ４ ４

人 ３９６ ３６ １５９ ３８８ ３４ １５６

特定地域型保育事業
か所 １ １

人 ４ １５ ４ １５

認可外保育施設等
か所 ２ ２

人
４０７

１９ ８ ４６ １９

７３ ０

８ ４６

提供事業量（Ｂ） 人 ４１５ ４８ ２２０

０ １２８

４６ ２１７

調整（Ｃ） 人 ７４ ０

▲１０ ▲９差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ １３１ ▲９ ▲９  
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【第６区域（２号認定及び３号認定のみ）】

区分 単位

現状（Ｈ２６） Ｈ２７

保育に欠ける ２号 ３号

３歳以上 ０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 １３７ ５２４ １１５ ４１３

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 ９ ９

人 ５２８ ６４ ２６６ ５２８ ６４ ２６６

特定地域型保育事業
か所 ０

人 ０ ０

認可外保育施設等
か所 ３ ３

人 ５ １２ ４４ ５ １２ ４４

提供事業量（Ｂ） 人 ５３３ ７６ ３１０ ５３３ ７６ ３１０

調整（Ｃ） 人 １３７ ０

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ ９ ▲３９ ▲１０３

区分 単位

Ｈ２８ Ｈ２９

２号 ３号 ２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 １３４ ５１３ １１２ ４０５ １３１ ５０２ １０９ ３９８

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 １１ １２

人 ６３６ ８３ ３３２ ６８７ ９２ ３５６

特定地域型保育事業
か所 ０ ０

人 ０ ０ ０ ０

認可外保育施設等
か所 ３ ３

人 ５ １２ ４４ ５ １２ ４４

提供事業量（Ｂ） 人 ６４１ ９５ ３７６ ６９２ １０４ ４００

調整（Ｃ） 人 １３４ ０ １３１ ０

差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ １２８ ▲１７ ▲２９ ０ １９０ ▲５ ２

区分 単位

Ｈ３０ Ｈ３１

２号 ３号 ２号 ３号

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

学校教
育の利
用希望
が強い

左記
以外

０歳
１･２
歳

量の見込み（Ａ） 人 １２９ ４９４ １０７ ３９３ １２７ ４８７ １０５ ３８９

確
保
方
策

特定教育･保育施設
か所 １２ １２

人 ６８７ ９２ ３５０ ６７９ ９１ ３４９

特定地域型保育事業
か所 ０ ０

人 ０ ０ ０ ０

認可外保育施設等
か所 ３ ３

人
６８４

５ １２ ４４ ５

１２７ ０

１２ ４４

提供事業量（Ｂ） 人 ６９２ １０４ ３９４

０ １９７

１０３ ３９３

調整（Ｃ） 人 １２９ ０

▲２ ４差異（Ｂ＋Ｃ－Ａ） 人 ０ １９８ ▲３ １  
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施策５ 多様な保育ニーズへの対応 

 

１ 現状と課題 

  生活様式の変化に伴い多様化する保育ニーズに対応するため、延長保育や休日保育、

病児・病後児保育、一時預かり・特定保育、トワイライトステイなどを実施しています。

今後も引き続き、こうした多様な保育へのニーズの高まりに対し、適切に対応していく

ことが求められています。 

 

２ 施策の方向性 

  多様な実施主体の協力を得ながら、延長保育時間の拡大、休日保育、一時預かり・特

定保育、病児・病後児保育などの保育サービスの充実に努めます。 

 

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

午後８時までの延長

保育の実施 

市内の全ての私立保育園において、利用者ニーズを踏まえた延長保

育を実施することを支援していきます。 

一時預かり・特定保育 

事業 

市内の認可保育所のうち、一時預かり・特定保育を実施する施設数

の増加を目指します。 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」及び「確保方策」 

 

（１）時間外（延長）保育事業 

＜基本情報＞ 

事 業 概 要 
認定こども園、保育所等において、通常の利用日及び利用時間以外に

保育認定を受けた入所児を保育する事業 

事業提供区域 市内全域を１区域として設定 

目標事業量の 

見込みの設定 
市民意向調査に基づくニーズ量の推計により設定 

 

＜確保方策の方向性・考え方＞ 

全認可保育所において午後７時以降までの延長保育を継続して実施します。 

また、新たに設置する認定こども園及び地域型保育事業においても、設置者の意向を踏ま

え、延長保育を実施するよう努めます。 

 

＜事業計画（平成２７～３１年度）＞ 

【市内全域】

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人 ２,６６４ ２,６１０ ２,５５６ ２,５２１ ２,４８５

確保方策
全認可保育所で実施

（利用希望のある入所者全員に提供）

提供事業量（Ｂ） 人 ２,６６４ ２,６１０ ２,５５６ ２,５２１ ２,４８５

０ ０差異（Ｂ－Ａ） 人 ０ ０ ０
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（２）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

＜基本情報＞ 

事 業 概 要 
保護者が出産、疾病などの理由で、子どもの養育が一時的に困難な場

合に、施設において子どもを泊りがけで預かる事業 

事業提供区域 市内全域を１区域として設定 

目標事業量の 

見込みの設定 
市民意向調査に基づくニーズ量の推計により設定 

 

＜確保方策の方向性・考え方＞ 

現行でショートステイを実施している３か所において、事業を継続して実施します。 

 

＜事業計画（平成２７～３１年度）＞ 

【市内全域】

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人日 ２,２３８ ２,１９１ ２,１４５ ２,１１４ ２,０８３

確保方策
３か所
定員１２人

提供事業量（Ｂ） 人日 ４,３８０ ４,３８０ ４,３８０ ４,３８０ ４,３８０ ４,３８０

２,２６６ ２,２９７差異（Ｂ－Ａ） 人日 ２,１４２ ２,１８９ ２,２３５
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（３）一時預かり事業等 

  ア 一時預かり事業、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）及びファミリー・

サポート・センター事業 

＜基本情報＞ 

事 業 概 要 

▼一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった子ども（乳幼

児）を、主として昼間において認定こども園、幼稚園、保育所、地域子

育て支援拠点その他の場所において一時的に預かる事業 

※ 認可保育所においては特定保育と一体的に実施 

▼子育て短期支援事業（トワイライトステイ） 

保護者が仕事その他の理由により平日の夜間等に不在となり家庭にお

いて養育を行うことが困難となった子どもを施設において預かる事業 

▼ファミリー・サポート・センター事業 

子どもの預かり等の援助を行いたい者と援助を受けたい者からなる会

員組織を設置し、相互援助活動に関する連絡・調整等の支援を行う事業 

事業提供区域 

▼一時預かり事業 

教育・保育提供区域（第１章-６「教育・保育提供区域」（２１ページ）

を参照）と同様の６区域で設定 

▼子育て短期支援事業（トワイライトステイ）及びファミリー・サポー 

ト・センター事業 

市内全域を１区域として設定 

目標事業量の 

見込みの設定 
市民意向調査に基づくニーズ量の推計により設定 

 

＜確保方策の方向性・考え方＞ 

一時預かり専用の定員を設定した一時預かり事業については、地域間の提供体制の均衡に

配慮し、拡充の方向性でニーズ量に応じた提供体制を確保します。また、これを補完する役

割として、保育施設等の入所定員の空きを利用した一時預かり事業を併せて実施します。ト

ワイライトステイ及びファミリー・サポート・センター事業については、現行の提供体制に

て継続して実施します。 
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＜事業計画（平成２７～３１年度）＞ 

【市内全域】

【第１区域（一時預かり事業のみ）】

※　（　）内は、提供事業量を算出する際に近隣区域間で定員数の調整を行ったもの。以降同様。

【第２区域（一時預かり事業のみ）】

【第３区域（一時預かり事業のみ）】

２０４ ４１１差異（Ｂ－Ａ） 人日 ▲４,７９４ ▲４,４７７ ▲４,１６６

２か所
定員３１人
（+２人）

２か所
定員３１人
（+２人）

提供事業量（Ｂ） 人日 ４,３２３ ４,３２３ ４,３２３ ４,３２３ ８,４８３ ８,４８３

確
保
方
策

認可保育所等
１か所
定員１５人
（+２人）

１か所
定員１５人
（+２人）

１か所
定員１５人
（+２人）

１か所
定員１５人
（+２人）

Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人日 ９,１１７ ８,８００ ８,４８９ ８,２７９ ８,０７２

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

１１,２７７ １１,２７７

差異（Ｂ－Ａ） 人日 ▲４０３ ４ ４０１ ６７１ ９３６

提供事業量（Ｂ） 人日 ９,７１７ １１,２７７ １１,２７７ １１,２７７

１０,６０６ １０,３４１

確
保
方
策

認可保育所
５か所
定員４４人
（-７人）

６か所
定員５０人
（-７人）

６か所
定員５０人
（-７人）

６か所
定員５０人
（-７人）

６か所
定員５０人
（-７人）

６か所
定員５０人
（-７人）

量の見込み（Ａ） 人日 １１,６８０ １１,２７３ １０,８７６

１,７６９ ２,０４９

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

差異（Ｂ－Ａ） 人日 ６３６ １,０６５ １,４８５

５か所
定員４８人
（+２人）

５か所
定員４８人
（+２人）

提供事業量（Ｂ） 人日 １２,９６７ １２,９６７ １２,９６７ １２,９６７ １２,９６７ １２,９６７

確
保
方
策

認可保育所

５か所
定員４８人

（+２人）
※

５か所
定員４８人
（+２人）

５か所
定員４８人
（+２人）

５か所
定員４８人
（+２人）

Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人日 １２,３３１ １１,９０２ １１,４８２ １１,１９８ １０,９１８

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

１００,９８４ １００,９８４

差異（Ｂ－Ａ） 人日 ▲１０,１０３ ▲８,０６８ ▲６,０７７ ６,１９１ ７,５１９

提供事業量（Ｂ） 人日 ８８,７１２ ９０,０６４ ９０,０６４ ９０,０６４

２か所
定員６７人

ファミリー・サポート
・センター事業

提供会員
４３４人

提供会員
４００人

提供会員
４００人

提供会員
４００人

提供会員
４００人

提供会員
４００人

トワイライトステイ
２か所
定員６７人

２か所
定員６７人

２か所
定員６７人

２か所
定員６７人

２か所
定員６７人

１７４人 １８６人 １８６人 １８６人 ２２８人 ２２８人
定員 定員 定員 定員 定員 定員

９４,７９３ ９３,４６５

確
保
方
策

一時預かり事業
１６か所 １８か所 １８か所 １８か所 ２１か所 ２１か所

量の見込み（Ａ） 人日 １００,１６７ ９８,１３２ ９６,１４１

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）
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【第４区域（一時預かり事業のみ）】

【第５区域（一時預かり事業のみ）】

【第６区域（一時預かり事業のみ）】

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人日 ６,９１３ ６,６７２ ６,４３７ ６,２７７ ６,１２０

確
保
方
策

認可保育所等
子ども家庭支援センター

１か所
定員８人
（+７人）

１か所
定員８人
（+７人）

１か所
定員８人
（+７人）

１か所
定員８人
（+７人）

２か所
定員１８人
（+７人）

２か所
定員１８人
（+７人）

提供事業量（Ｂ） 人日 ４,０３０ ４,０３０ ４,０３０ ４,０３０ ６,６３０ ６,６３０

差異（Ｂ－Ａ） 人日 ▲２,８８３ ▲２,６４２ ▲２,４０７ ３５３ ５１０

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人日 ６,６９２ ６,４５９ ６,２３１ ６,０７７ ５,９２５

確
保
方
策

認可保育所等
近隣区域
調整分
（+２人）

１か所
定員６人
（+１人）

１か所
定員６人
（+１人）

１か所
定員６人
（+１人）

２か所
定員２２人
（+１人）

２か所
定員２２人
（+１人）

提供事業量（Ｂ） 人日 ４８８ １,８５３ １,８５３ １,８５３ ６,０１３ ６,０１３

差異（Ｂ－Ａ） 人日 ▲４,８３９ ▲４,６０６ ▲４,３７８ ▲６４ ８８

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人日 １１,７３０ １１,３２２ １０,９２２ １０,６５２ １０,３８５

確
保
方
策

認可保育所
４か所
定員５９人
（-６人）

４か所
定員５９人
（-５人）

４か所
定員５９人
（-５人）

４か所
定員５９人
（-５人）

４か所
定員５９人
（-５人）

４か所
定員５９人
（-５人）

提供事業量（Ｂ） 人日 １３,７１５ １３,９１０ １３,９１０ １３,９１０ １３,９１０ １３,９１０

差異（Ｂ－Ａ） 人日 ２,１８０ ２,５８８ ２,９８８ ３,２５８ ３,５２５
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  イ 幼稚園における在園児を対象とした一時的な預かり（預かり保育） 

＜基本情報＞ 

事 業 概 要 幼稚園において、通常の利用日及び利用時間以外に在園児を預かる事業 

事業提供区域 市内全域を１区域として設定 

目標事業量の 

見込みの設定 
市民意向調査に基づくニーズ量の推計により設定 

 

＜確保方策の方向性・考え方＞ 

現在、全私立幼稚園（17園）において実施している預かり保育によりニーズに応じた提

供体制が確保されています。 

 

＜事業計画（平成２７～３１年度）＞ 

【市内全域】

※　（　）内は内書きで、２号認定の子どもによる定期的な利用に係る事業量。

Ｈ３０
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ） 人日
１９７,０８０ １９２,８７６ 

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８

（１５２,８０３）
※ （１４９,５４３） （１４６,３５６） （１４４,１８１） （１４２,０４０）

Ｈ３１

１８８,７６５ １８５,９６０ １８３,１９９ 

Ｈ２９

提供事業量（Ｂ） 人日
１９７,０８０ １９２,８７６ １８８,７６５ １８５,９６０ １８３,１９９

（１５２,８０３） （１４９,５４３） （１４６,３５６） （１４４,１８１） （１４２,０４０）

０ ０

確保方策 全私立幼稚園（１７か所）で実施

差異（Ｂ－Ａ） 人日 ０ ０ ０
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（４）病児保育（病児・病後児保育）事業 

＜基本情報＞ 

事 業 概 要 
児童が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専

用スペース等において看護師等が一時的に保育する事業 

事業提供区域 市内全域を１区域として設定 

目標事業量の 

見込みの設定 
市民意向調査に基づくニーズ量の推計により設定 

 

＜確保方策の方向性・考え方＞ 

現在、病児・病後児保育事業を実施している２か所において、事業を継続して実施します。 

また、保育中の児童を対象とした体調不良児対応型病児保育を実施する保育所に対して、

引き続き支援を行います。 

 

＜事業計画（平成２７～３１年度）＞ 

【市内全域】

２,９１２ ２,９１２

差異（Ｂ－Ａ） 人日 ３０９ ３６３ ４１７ ４５３ ４８８

２,４５９ ２,４２４

確保方策
２か所
定員１０人

提供事業量（Ｂ） 人日 ２,９１２ ２,９１２ ２,９１２ ２,９１２

量の見込み（Ａ） 人日 ２,６０３ ２,５４９ ２,４９５

現状
Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

（Ｈ２５）
区分
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施策目標３ 母と子どもの健康支援 
 

施策６ 母子保健の充実 
 

１ 現状と課題 

  母子の健康管理と健全育成のためには、妊娠期からの子育て不安の解消に向けた支援

が重要となっており、母子健康手帳交付時に適切な情報提供を行うとともに、各種健診

や教室、予防接種、新生児訪問などを実施しています。また、出産前後の家庭の育児や

家事を支援することにより、出産や育児に係る母親の負担感の軽減を図っています。 

育児に対する強い不安や望まない妊娠、核家族化による孤立した育児環境などの問題

への対応については、将来の児童虐待防止の観点からも、妊娠期から支援を要する妊婦

を早期に把握し、継続的な支援につなげることが重要です。 

支援に当たっては、関係部課で必要な情報を共有して対応するほか、医療機関、保育

所等を始めとした関係機関と連携しながら、個々のケースに迅速に対応することが求め

られています。 

 

２ 施策の方向性 

  子どもの健全育成に大きく影響を与える母親への健康支援や、全ての子どもに対する

各種健診や予防接種事業が円滑に行われるよう、医療機関等との連携を強化して支援体

制の充実を図るほか、母子健康手帳交付や新生児訪問などの様々な機会を捉え、また多

様な媒体を通じて、母子保健や子育て支援に関する適切な情報提供を行い、安心して育

児に取り組めるよう支援します。 

また、今後も引き続き出産前後の家庭への支援を実施し、出産や育児に係る母親の負

担感の軽減を図っていきます。 

 

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

母子健康づくり支援 

事業 

○妊娠期から、様々な機会を捉えて母子保健や子育てに関する情報

提供を行うとともに、要支援妊婦の早期把握に努めます。 

○妊婦健康診査を実施し、妊娠期の健康管理の充実を図ります。 

○適切な時期に乳幼児の各種健診や訪問を行い、発育と発達の状況

把握や疾病の早期発見を通じて医療につなげるなど、一人ひとりに

応じた保健指導を行います。 

妊産婦育児教室事業 妊娠・出産、育児に安心して取り組めるよう、妊娠から育児期間中

の親子を対象とした各種教室を開催します。 

定期予防接種 感染のおそれのある病気の発生及びまん延を予防するため、各種予

防接種を実施し、子どもの健康を守ります。 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」及び「確保方策」 

 

（１）妊婦健康診査 

＜基本情報＞ 

事 業 概 要 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、

①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠

期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業 

事業提供区域 市内全域を１区域として設定 

目標事業量の 

見込みの設定 
０歳の推計人口の９７％に設定 

 

＜確保方策の方向性・考え方＞ 

  保健センターにおいて現行の事業を継続して実施します。 

 

＜事業計画（平成２７～３１年度）＞ 

【市内全域】

※　（　）内は、健診の延べ回数。

０ ０
（人回）

差異（Ｂ－Ａ）
人

０ ０ ０

（人回） （２７,８０４） （２７,０９０） （２６,３７６） （２５,８５８） （２５,３４０）

確保方策
実施機関：都内協力医療機関
 実施回数：１４回分＊＊＊＊＊

提供事業量（Ｂ）
人 １,９８６ １,９３５ １,８８４ １,８４７ １,８１０ 

１,８４７ １,８１０ 

（人回）※ （２７,８０４） （２７,０９０） （２６,３７６） （２５,８５８） （２５,３４０）

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ）
人 １,９８６ １,９３５ １,８８４ 

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８
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（２）乳児家庭全戸訪問事業（新生児訪問） 

＜基本情報＞ 

事 業 概 要 
生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提

供や養育環境等の把握を行う事業 

事業提供区域 市内全域を１区域として設定 

目標事業量の 

見込みの設定 
０歳の推計人口の９６％に設定 

 

＜確保方策の方向性・考え方＞ 

保健センターにおいて現行の事業を継続して実施します。 

 

＜事業計画（平成２７～３１年度）＞ 

【市内全域】

１,８２８ １,７９２

差異（Ｂ－Ａ） 人 ０ ０

１,８２８ １,７９２

確保方策

量の見込み（Ａ） 人 １,９６６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 実施機関：保健センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 実施体制：助産師１９人

　　　　　     保健師１０人

提供事業量（Ｂ） 人 １,９６６ １,９１５ １,８６５

０ ０ ０

１,９１５ １,８６５

現状
Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

（Ｈ２５）
区分
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施策目標４ ひとり親家庭への支援 
 

施策７ ひとり親家庭の自立や就業への支援 
 

１ 現状と課題 

  離婚の増加などの様々な要因により、ひとり親の世帯数は増加傾向にあります。また、

市民意向調査結果からは、ひとり親家庭の４割以上がパート・アルバイト雇用などの非

正規の仕事に就いていることが分かります。 

ひとり親家庭の親が経済的に自立し、安心して生活が送れるようにするためには、相

談窓口や経済的自立に向けた各種支援制度の周知を図るとともに、ハローワークとの連

携により、資格の取得を含めた就業支援を推進し、安定した収入と就業の継続を維持す

る必要があります。 

 

２ 施策の方向性 

  ひとり親家庭からの様々な相談に応じ、経済的・精神的に自立した生活を送ることが

できるよう、各種情報提供を積極的に行います。 

また、就労につながる資格取得のための支援やハローワークと連携した就業支援を行

うなど、安定した収入と継続した就業が維持できるように支援を行うほか、日常生活を

営むのに支障があるひとり親家庭にホームヘルパーを派遣するなど、必要な支援を行い

ます。 

 

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

ひとり親家庭自立支援 

相談 

ひとり親家庭からの相談に応じ必要な情報提供や支援を行い、自

立を促します。 

ひとり親家庭自立支援 

事業 

ひとり親家庭に対して、資格取得の支援や就業支援を行うことで

経済的な自立を促すほか、ホームヘルパーを派遣して日常生活の

援助を行い、安定した生活が維持できるよう支援します。 
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施策８ ひとり親家庭の経済的負担の軽減 

 

１ 現状と課題 

  我が国の子どもの貧困率は年々悪化し、国では子どもの貧困対策を総合的に推進する

ための枠組みづくりが進められています。こうしたなか、ひとり親家庭では、子どもの

貧困率が５０％を超えるなど、その経済状況が良くないことが指摘されており、ひとり

親家庭が経済的に安定した生活の下で、子どもを健全に育むことができるよう、各種手

当の支給や医療費の助成を行い、経済的負担を軽減する必要があります。 

 

２ 施策の方向性 

  ひとり親家庭に各種手当の支給及び医療費の助成を行い、経済的負担の軽減を行いま

す。 

 

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

ひとり親家庭対象手当 

支給事業 

国・東京都の動向を注視しながら、児童扶養手当及び児童育成手

当をそれぞれ対象となる家庭に適正に支給します。 

ひとり親家庭等医療費 

助成 

国・東京都の動向を注視しながら、対象となる家庭に適正に医療

費の助成を行います。 
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施策目標５ 配慮が必要な子どもと家庭への支援 
 

施策９ 児童虐待防止対策の推進 
 

１ 現状と課題 

  地域の子育てひろばや子育てのサービス、関係機関とのネットワークを年々充実させ

ることによって、児童虐待の重篤な事件の防止を図っています。しかし、育児不安のあ

る保護者の割合は顕著には減少しておらず、逆に児童虐待の新規相談件数が増加してい

ます。児童虐待は、未然防止と早期の発見・対応をすることで重篤化を防止し、世代間

連鎖を断つことが重要です。また、被虐待児童に対する心理面を含めた支援の充実が求

められています。 

 

２ 施策の方向性 

  通告義務を始めとする児童虐待に関する知識の普及啓発を進め、地域との連携により、

育児不安の軽減や児童虐待の未然防止・早期発見に努めます。 

妊娠中からの支援や児童虐待について、関係機関とのネットワークを更に充実させて、

緊密に連携するなかで対応します。また、養育者への支援とともに被虐待児童自身への

支援も関係機関とのネットワークを活用し充実します。 

 

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

児童虐待防止の普及 

啓発 

将来子育てをする世代、子育て中の世代、子育て卒業世代など対

象者を拡大し、対象者に合った普及啓発やインターネットなど多

様な媒体を活用した普及啓発を充実します。 

要保護児童対策地域 

協議会 

○妊娠期からの支援を効果的に行うため、医療・保健分野との連

携を更に充実します。 

○養育者の支援とともに被虐待児童への支援について関係機関で

役割分担し、被虐待児童へ安心できる養育環境の提供を行い、心

身のケアを充実します。 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」及び「確保方策」 

 

養育支援訪問（育児支援家庭訪問）事業 

＜基本情報＞ 

事 業 概 要 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する

指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保す

る事業 

事業提供区域 市内全域を１区域として設定 

目標事業量の 

見込みの設定 
過去の実績の平均値に基づき設定 

 

＜確保方策の方向性・考え方＞ 

子ども家庭支援センター「たっち」において、現行の事業を継続して実施します。なお、

様々な養育支援に対応できるように、訪問員の職種の充実を図ります。 

 

＜事業計画（平成２７～３１年度）＞ 

【市内全域】

※　（　）内は、世帯数を児童の人数に換算し直したもの。

区分
現状

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１
（Ｈ２５）

量の見込み（Ａ）
世帯 ７０ ７０ ７０ ７０ ７０ 

（人）※ （１２１） （１２１） （１２１） （１２１） （１２１）

確保方策
実施体制：
　 専門訪問員２４人
　 学生訪問員  ７人

実施体制：＊＊＊
　    専門訪問員２５人
    　学生訪問員１０人

提供事業量（Ｂ）
世帯 ７０ ７０ ７０ ７０ ７０ 
（人） （１２１） （１２１） （１２１） （１２１） （１２１）

差異（Ｂ－Ａ）
世帯 ０ ０ ０ ０ ０ 
（人） （０） （０） （０） （０） （０）
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施策１０ 障害児施策との連携 
 

１ 現状と課題 

  療育が必要な子どもや障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばしなが

ら成長していくためには、関係機関が緊密に連携を図り、一人ひとりの状況に応じた支

援を行うことが大切です。障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び障害福祉

サービスの利用支援行う障害者相談支援事業所を中核とした支援体制の下、保健センタ

ーや子ども家庭支援センター、保育所・幼稚園などの子ども・子育てを支援する機関は、

障害等の早期把握に努め、経過観察や専門機関の紹介などにより適切な支援につなげて

います。 

 

２ 施策の方向性 

  子ども・子育てを支援する関係機関は、障害者相談支援事業所を中核とした連携の強

化を図り、療育が必要な子どもや障害児、その家族に対する切れ目のない支援を行うと

ともに、障害等の早期把握と適切な支援につなげる取組を進めます。 

 

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

障害等の早期把握・ 

早期対応への支援 

保健センターや子ども家庭支援センター、保育所・幼稚園などの

子ども・子育てを支援する各関係機関において、療育が必要な子

どもや障害児の早期把握に努めるとともに、早期対応が図られる

よう、保護者への相談支援や必要な働きかけを行うなど、適切な

支援につなげる取組を進めます。 

保育所及び学童クラブ 

における障害児の 

受入れ 

保育所及び学童クラブにおいて引き続き障害児の受入れを実施し

ます。なお、保育所においては新設時などに合わせて障害児入所

定員枠を拡大します。 
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施策目標６ 青少年の健全育成 

 

施策１１ 小学生の放課後の居場所づくり 
 

１ 現状と課題 

  新制度では、学童クラブの対象児童が小学校６年生までに拡大されるため、入会児童

数の増加が想定されます。放課後子ども教室事業と連携することにより、受入量の確保

を図る必要があります。 

放課後子ども教室事業については、ニーズに合わせた実施時間の見直しや、高学年に

も魅力的な運営が今後の課題となっています。 

 

２ 施策の方向性 

  各学校においては、児童の健全育成に携わる地域の方、教育委員会及び子ども家庭部

が連携した検討・協議の場を設置し、放課後に活用できる学校施設の活用計画等を策定

するなど、総合的な放課後対策を推進します。 

また、学童クラブの利用を希望する児童のニーズを分析し、放課後子ども教室事業の

実施時間や学童クラブとの共同プログラムの見直しを図りながら、ニーズに対応する供

給量を両事業が連携するなかで確保します。 

また、学校から離れた、地域における児童の安全な居場所の一つである文化センター

では児童館に指導員を配置し、児童に健全な遊びの提供とその健康を増進し情操を豊か

にする活動を行います。 

 

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

学童クラブと放課後 

子ども教室事業の連携

方策の推進 

今後の学童クラブ入会希望者の需要を注視し受入環境の整備を

図るとともに、民間活力の導入を視野に入れつつ、放課後子ども

教室事業との更なる連携又は一体的な運営を進めます。 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」及び「確保方策」 

 

放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 

＜基本情報＞ 

事 業 概 要 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対

し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成

を図る事業 

事業提供区域 市内全域を１区域として設定 

目標事業量の 

見込みの設定 
市民意向調査に基づくニーズ量の推計により設定 

 

＜確保方策の方向性・考え方＞ 

小学校３年生までについては、要件を満たす申込者の全員の受入れを継続して実施します。

また、新たにニーズへの対応が必要とされる小学校４年生以上については、学童クラブと放

課後子ども教室事業との連携又は一体的な運営により対応します。 

 

＜事業計画（平成２７～３１年度）＞ 

【市内全域】

※　（　）内は内書きで、小学校高学年に係る事業量。

０ ０ ０

（８７３） （８６６） （８５９） （８５５） （８５０）

差異（Ｂ－Ａ） 人 ０ ０

確保方策
学童クラブを全小学校区ごとに実施（入会率１００％） ＊＊＊
放課後子ども教室を全小学校区ごとに実施（入会率１００％）

提供事業量（Ｂ） 人
２,６６１ ２,６１１ ２,５６２ ２,５２８ ２,４９４

２,５２８ ２,４９４

（８７３）※ （８６６） （８５９） （８５５） （８５０）
量の見込み（Ａ） 人

２,６６１ ２,６１１ ２,５６２

現状
Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

（Ｈ２５）
区分
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施策１２ 青少年健全育成活動の推進 
 

１ 現状と課題 

  青少年の健全育成のため、青少年対策地区委員会等の関係機関と連携し、地域パトロ

ールや環境浄化活動を実施しているほか、専門の知識を有するＮＰＯ等と協働し相談体

制の充実化を図っています。 

しかし、青少年を取り巻く環境は、核家族化や家庭内のコミュニケーション不足、新

たな情報機器の普及などにより年々悪化し、非行の低年齢化やいじめの深刻化など様々

な問題につながっています。 

また、ひきこもりやニートなど社会生活に困難を抱える青少年も増加し、その対応も

大きな社会問題となっています。 

 

２ 施策の方向性 

  「府中市青少年健全育成基本方針」に基づき、青少年が地域の中で健全に成長できる

よう、家庭、地域、学校、警察等と更に連携・協働し、青少年健全育成活動の推進に努

めます。 

また、ひきこもりやニートなど社会生活に困難を抱える青少年への対応については、

国や東京都の健全育成に関する動向を踏まえつつ、「府中市青少年健全育成基本方針」に

沿って、自立を促す総合的な支援を計画的に進めます。 

 

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

青少年健全育成強調 

事業と青少年健全育成

市民活動の推進 

市民や青少年対策地区委員会・健全育成協力店等の関連団体と連携

し、青少年を取り巻く社会環境の浄化、非行防止など青少年の健全

育成強調事業を推進するとともに、青少年が世代を超えて様々な

人々との交流を持つ機会や場を拡充し、地域社会で青少年の健全育

成を支援します。 

子ども・若者自立支援 

体制の構築 

「子ども・若者育成支援推進法」の基本理念にのっとり、ひきこも

りやニート等の状況について調査・研究を継続的に行い、様々な相

談内容に応じることのできる総合相談窓口を整備します。また、庁

内関係課、ＮＰＯ等の関係機関等とのネットワークを構築し、子ど

も・若者の自立に向けた支援体制の整備に努めます。 
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施策目標７ 子育て家庭の経済的負担の軽減 

 

施策１３ 児童手当の支給 
 

１ 現状と課題 

  子育てに係る様々な費用負担の軽減を図るため、現在、児童手当を中学校３年生まで

の児童がいる家庭を対象として支給しています。 

今後も引き続き国の動向を注視し、情報を収集しながら適切に対応することが必要です。 

 

２ 施策の方向性 

  子育て中の家庭に対し、手当を支給することで経済的負担が軽減され、市民が安心し

て出産し、子育てできる環境を目指します。 

 

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

児童手当の支給 国の動向を注視しながら、適正に児童手当を支給します。 

 

施策１４ 子ども医療費の助成 
 

１ 現状と課題 

  子育てに係る様々な費用負担の軽減を図るため、現在、中学校３年生までの児童を対

象に医療費の助成を行っています。 

今後も引き続き国・東京都の動向を注視し、情報を収集しながら、適切に対応するこ

とが必要です。 

 

２ 施策の方向性 

  子育て中の家庭に対し、医療費を助成することで経済的負担が軽減され、市民が安心

して、出産し、子育てできる環境を目指します。 

 

３ 重点的取組 

項目名 計画期間中（平成２７～３１年度）の取組内容 

子ども医療費の助成 
国・東京都の動向を注視しながら、適正に医療費の助成を行いま

す。 



 

 

 

 

第 ４ 章 

計画の推進に当たって 
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１ 推進体制 

 

計画の推進に当たっては、庁内関係各課や関係する行政機関と連携を図りながら、全

庁的な体制の下に計画の推進を図ります。 

また、法律等に基づく制度や事業その他の広域的な対応を必要とする事柄について、

国・東京都・近隣市との連携を深め、必要に応じて協力の要請を行い、計画の推進を図

ります。 

 

２ 進行管理 

（１）点検・評価 

    個別事業に係る実績の推移や施策に関する調査などにより、計画の進捗状況を継続

的に点検・評価し、その進行管理を行います 

（２）報告・公表 

    計画の進捗状況については、「府中市子ども・子育て審議会」に報告して意見を求め

るとともに、本市の公式ホームページ等により市民に公表します。 

（３）計画への反映 

    計画期間中においても、子育て家庭のニーズや社会状況の変化、国・東京都の子ど

も・子育て支援施策の動向等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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資料１ 府中市子ども・子育て審議会委員名簿 

 

（会長◎、副会長○） 

（選出区分別の５０音順、敬称略） 

選出区分 氏名 団体名等 

子どもの保護者 

（公募市民） 

加 藤 美 波  

佐 賀 有 希  

子どもの保護者 若 杉 晴 香 府中市立小中学校ＰＴＡ連合会 庶務幹事 

事業主代表 臼 井  正 むさし府中商工会議所 常議員 

労働者代表 長 崎 益 治 
連合三多摩・東部第二地区協議会 幹事 

（東芝労働組合府中支部 書記長） 

子ども・子育て 

支援関係団体 

井 村 良 英 
ＮＰＯ法人 育て上げネット 

若年支援事業部担当部長 

上 條 さと子 
ＮＰＯ法人 ＡＣＴ府中たすけあいワーカーズ 

ぽ♥ぽ 理事長 

木 下 義 明 
府中市私立保育園園長会 副会長 

（分倍保育園 園長） 

佐久間  修 

府中市立小学校長会 

（府中市立矢崎小学校 校長） 

※平成２６年３月に退任 

坂 田 悦 郎 

府中市立小学校長会 

（府中市立矢崎小学校 校長） 

※平成２６年５月に委嘱 

清 水 文 衛 ＮＰＯ法人 府中ワイエスエス 副理事長 

田 中  公 
東京都認証保育所府中市連絡会 会長 

（田中保育所 代表） 

中 田 徳 彦 
府中市青少年委員会 指導部長 

（府中天神町幼稚園 園長） 

○平 田 嘉 之 
府中市私立幼稚園協会 会長 

（府中白糸台幼稚園 園長） 

藤 原 源 郎 府中市自治会連合会 福祉対策部長 
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選出区分 氏名 団体名等 

子ども・子育て 

支援関係団体 

見ル野 一太 

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会 

地域活動推進課長 

※平成2６年３月に退任 

中 山 圭 三 

社会福祉法人 府中社会福祉協議会 

地域活動推進課長補佐 

※平成２６年４月に委嘱 

横 山 年 子 府中市民生委員児童委員協議会 代表会長 

吉 田 紀 子 
府中市ファミリー・サポート・センター 

アドバイザー兼提供会員 

鷲 尾  仁 
府中市立中学校長会 

（府中市立府中第十中学校 校長） 

学識経験者 ◎鈴 木 眞理子 埼玉県立大学 社会福祉学科 教授 

公募市民 室  惇 子   
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資料２ 府中市子ども・子育て審議会開催経過 
 

【平成２５年度】 

回 年月日 主な内容 

第１回 平成２５年７月３０日 

・会長及び副会長の選出 

・諮問 

・会議の公開等について 

・新たな子ども・子育て支援制度の概要について 

・府中市の子ども・子育て支援に関する取組の動向に 

ついて 

・計画策定までの審議会のスケジュールについて 

第２回 平成２５年９月１３日 

・府中市の子ども・子育て支援に関する現状と課題に 

ついて 

・教育・保育提供区域の設定について 

・子ども・子育て支援に関する市民意向調査について 

第３回 平成２５年１１月５日 

・次世代育成支援行動計画と子ども・子育て支援法に 

基づく事業計画の関係について 

・子ども・子育て支援新制度について（勉強会） 

第４回 平成２５年１２月１６日 

・子ども・子育て支援に関する新たな計画策定に向けて 

・保育所運営に係る費用と在宅育児手当について 

（勉強会） 

第５回 平成２６年２月７日 
・子ども・子育て支援に関する市民意向調査結果速報 

値について  

第６回 平成２６年３月２６日 

・教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業のニー 

ズ量の推計について 

・今後の確保方策の検討に向けて（新制度において市 

が目指す方向性等について・保育所と幼稚園の現状に 

ついて） 
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【平成２６年度】 

回 年月日 主な内容 

第１回 平成２６年４月２８日 

・子ども・子育て支援新制度に関する府中市の取組等 

について 

・子ども・子育て支援新制度施行に向けた今後のスケ 

ジュールについて 

第２回 平成２６年６月１１日 

・府中市子ども・子育て支援計画（仮称）骨子（案） 

について 

・教育・保育施設及び地域型保育事業に関する基準に 

ついて  

第３回 平成２６年６月３０日 

・教育・保育施設及び地域型保育事業に関する基準に

ついて 

・学童クラブ（放課後児童クラブ）の改正事項について 

・平成２５年度府中市次世代育成支援行動計画事業の 

実施状況と評価等について 

第４回 平成２６年７月１８日 

・平成２５年度府中市次世代育成支援行動計画事業 

の実施状況と評価等について 

・学童クラブ（放課後児童クラブ）の改正事項について 

・保育の必要性の認定について 

・教育・保育給付に係る利用者負担について  

第５回 平成２６年７月２９日 ・府中市子ども・子育て支援計画（仮称）素案について 

第６回 平成２６年１０月７日 
・府中市子ども・子育て支援計画（仮称）案について 

（教育・保育の確保方策について・計画全体について） 

第７回 平成２７年１月１４日 
・パブリックコメント手続の実施結果について 

・答申書（案）について 
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資料３ 府中市子ども・子育て審議会条例 

 

平成２５年６月２４日 

条例第２５号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）

第７７条第１項及び第３項の規定に基づき、府中市子ども・子育て審議会（以下「審議会」

という。）を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（所掌事務） 

第３条 審議会は、法第７７条第１項に規定する事務を処理するほか、市長の諮問に応じ、

地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえつつ、子ども・子育て支援に関する事

項について調査審議する。 

（組織） 

第４条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員２０人以内をもって組織

する。 

(1) 子どもの保護者 

(2) 事業主を代表する者 

(3) 労働者を代表する者 

(4) 子ども・子育て支援に関する事業等に携わる者 

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(6) 公募による市民 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合に

おける補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第７条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
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２ 審議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（委員以外の者の出席） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、

又は説明を求めることができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１２月府中市条例

第２８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

子ども・子育て審議会委員 日額 １１，０００円 



 

 - 94 -

資料４ 市民意向調査の概要 

 

＜就学前児童調査＞ 

調査対象 
市内に居住する就学前児童（０～５歳）の保護者 ３，０００人 
平成２５年１０月１日現在の住民基本台帳より層化無作為抽出 

調査方法 郵送配布 

調査時期 平成２５年１０月２５日～１１月１４日 

配布・回収数（率） 
配布数：３，０００ 
有効回収数（率）：１，９１７（６３．９％） 

調査項目 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 

日頃の子育て 
保護者の就労状況 
定期的な教育・保育事業の利用状況 
定期的な教育・保育事業の利用希望 
地域の子育て支援事業の利用状況や利用希望 
子どもの病気の際の対応 
一時的に子どもを預かる事業の利用状況や利用希望 
小学校就学後の子どもの放課後の過ごし方 
子育てと仕事の両立 
地域との関わり 
子育て支援に関する情報 
児童虐待防止 
市の子育て環境や子育て支援施策全般 

 

＜小学生調査＞ 

調査対象 
市内に居住する小学生（６～１１歳）の保護者 ２，０００人 
平成２5年１０月１日現在の住民基本台帳より層化無作為抽出 

調査方法 郵送配布 

調査時期 平成２５年１０月２５日～１１月１４日 

配布・回収数（率） 
配布数：２，０００ 
有効回収数（率）：１，３５８（６７．９％） 

調査項目 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 

日頃の子育て 
保護者の就労状況 
子どもの日々の過ごし方 
子どもの放課後の過ごし方 
子どもの病気の際の対応 
一時的に子どもを預かる事業の利用状況や利用希望 
子育てと仕事の両立 
地域との関わり 
子育て支援に関する情報 
児童虐待防止 
安全なまちづくり 
市の子育て環境や子育て支援施策全般 
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＜中学生・高校生世代調査＞ 

調査対象 
市内に居住する中学生（１２～１４歳） １，０００人 
市内に居住する高校生世代（１５～１７歳） ５００人 
平成２５年１０月１日現在の住民基本台帳より層化無作為抽出 

調査方法 郵送配布 

調査時期 平成２５年１０月２５日～１１月１４日 

配布・回収数（率） 
配布数：１，５００ 
有効回収数（率）：８２１（５４．７％） 

調査項目 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

日頃の生活 
携帯電話やインターネットの利用状況 
日頃関心のあることや感じていること 
悩み 
地域生活 
いじめ 
自分にとって大切だと思うこと 
市に実施してほしいこと 

 

＜ひとり親家庭調査＞ 

調査対象 
ひとり親世帯 ５００人 
平成２５年１０月１日現在の住民基本台帳より層化無作為抽出 

調査方法 郵送配布 

調査時期 平成２５年１０月２５日～１１月１４日 

配布・回収数（率） 
配布数：５００ 
有効回収数（率）：２７９（５５．８％） 

調査項目 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

仕事 
暮らし向き 
日頃の子育て 
日頃の子どもの過ごし方 
生活や子育ての心配ごと 
地域との関わり 
子育て支援に関する情報 
児童虐待防止 
ひとり親への支援制度 
市の子育て環境や子育て支援施策全般 
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資料５ ニーズ量の推計手順 

 

  教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業のニーズ量については、市民意向調査のう

ち、就学前児童調査及び小学生調査の結果を基に、国が示した「市町村子ども・子育て支

援事業計画における「量の見込み」の算出等のための手引き」の手順に沿って推計しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイプ 父母の有無と就労状況 

Ａ ひとり親家庭 

Ｂ フルタイム×フルタイム 

Ｃ 
フルタイム×パートタイム 

［就労時間：月１２０時間以上＋４８時間～１２０時間未満の一部］ 

 Ｃ’ 
フルタイム×パートタイム 

［就労時間：月４８時間未満＋４８時間～１２０時間未満の一部］   

Ｄ 専業主婦（夫） 

Ｅ 
パートタイム×パートタイム 
［就労時間：双方が月１２０時間以上＋４８時間～１２０時間未満の一部］ 

 Ｅ’ 
パートタイム×パートタイム 
［就労時間：いずれかが月４８時間未満＋４８時間～１２０時間未満の一部］ 

Ｆ 無業×無業 

 ※ ［ ］内は、パートタイムの就労時間。 

 父母の有無や保護者の就労形態等により、タイプＡからタイプＦの８種類に分類し、 

「現在の家庭類型」と、母親の今後の就労予定・希望を反映させた「潜在的な家庭類型」 

を算出。 

ニーズ調査（市民意向調査）の実施 

 現在家庭類型の算出 

 

潜在家庭類型の算出 

 

① 
 

② 
 

③ 
 

家庭類型の種類 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の推計手順 

 



資料編 

 - 97 -

 

潜在家庭類型別の児童人口の推計 

 

⑤ 
 

児童人口の推計 
④ 
 

認定区分ごとの「量の見込み」の算出 

 （潜在家庭類型別の児童人口×利用意向率）

 

各事業ごとの「量の見込み」の算出 

 （潜在家庭類型別の児童人口×利用意向率）

 

⑥ 
 

⑦ 
 

・１号認定（幼稚園） 

・２号認定（幼児期の学校教育の 

希望が強いもの） 

・２号認定（保育所・認定こども園） 

・３号認定（保育所・認定こども園・ 

      地域型保育事業） 

・地域子育て支援拠点（子育てひろば）事業 

・時間外（延長）保育事業 

・ショートステイ 

・一時預かり事業等 

（一時預かり事業／トワイライトステイ／ 

ファミリー・サポート・センター事業） 

・幼稚園の預かり保育 

・病児保育（病児・病後児保育）事業 

・放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 

地域子ども・子育て支援事業 教育・保育 

上記以外の地域子ども・子育て支援事業については、

市民意向調査によらず、実績等に応じて算出。 

 

教育・保育給付にかかる認定 

区分ごと利用意向率の算出 

地域子ども・子育て支援事業の 

各事業ごとの利用意向率の算出 
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資料６ 用語集 

 

ア行 

 ● アウトリーチ （本文掲載４８ページ） 

英語で手を伸ばすことを意味する。公的機関、公共的施設などが行う地域への出

張サービスをいう。 

 

 ● 預かり保育 （本文掲載３７・５５・７１・９７ページ） 

幼稚園において、保護者の希望に応じて、4時間を標準とする幼稚園の教育時間

の前後や土曜・日曜、長期休業期間中に教育活動を行うもの。従来から地域の実情

に応じて、個々の幼稚園の判断で実施されてきたが、平成12年から施行された幼

稚園教育要領に初めて定められた。新制度では、地域子ども・子育て支援事業の一

時預かり事業として位置付けられる。 

 

 ● 育児支援家庭訪問事業 （本文掲載７９ページ） 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助

言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業。新制度では、

地域子ども・子育て支援事業の一つに位置付けられている（→養育支援訪問事業）。 

 

 ● 一時預かり事業  

（本文掲載６～９・１４・１９・３７・６５・６８～７１ページ、「一時預かり」を含む） 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を、主として昼間

において認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所におい

て一時的に預かる事業。新制度では、地域子ども・子育て支援事業の一つに位置付

けられている。 

 

 ● ＮＰＯ（Non Profit Organization） （本文掲載８３ページ） 

ボランティア団体や市民活動団体などの「民間非営利組織」を広く指し、株式会

社などの営利企業とは違って、「利益追求のためではなく、社会的な使命の実現を

目指して活動する組織や団体」のこと。このうち、特定非営利活動促進法に基づき

法人格を取得した法人をＮＰＯ法人という。 
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 ● 延長保育事業 （本文掲載８・１４・１９・６５・６６ページ、「延長保育」を含む） 

認定こども園、保育所等において、通常の保育時間を超えて入所児を保育する事

業。新制度では、地域子ども・子育て支援事業の一つに位置付けられている（→時

間外保育事業）。 

 

カ行 

● 学童クラブ （本文掲載８・４０・８０～８２ページ） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業

の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業。新制度

では、地域子ども・子育て支援事業の一つに位置付けられている（→放課後児童健

全育成事業）。 

 

 ● 家庭的保育事業 （本文掲載７・９・２８・２９・３７・５４・５６～５８ページ） 

家庭的保育者が少人数の３歳未満児を居宅等で保育する事業で、平成２２年から

児童福祉法により法定化された。新制度においては、地域型保育給付の対象となる

新たな区市町村の認可事業として位置付けられており、定員は５人以下とされてい

る。 

 

 ● 基幹保育所 （本文掲載４８ページ）  

「今後の保育行政のあり方に関する基本方針」に基づき、市内の６つの各エリア

に１か所ずつ選定した市立保育所のことで、市が設置運営する１５か所の市立保育

所が持つ人材等の資源を６か所の基幹保育所に重点的に集約し、地域における子育

て支援拠点施設として機能の強化を行うもの。 

 

 ● 教育・保育給付 （本文掲載７～９・５２・５３ページ）  

新制度で創設された「子どものための教育・保育給付」のことで、認定こども園、

幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」と家庭的事業等に対する「地

域型保育給付」があり、就学前の子どもが対象の教育・保育施設や保育事業の利用に

係る費用が、公的な給付と利用者の負担により賄われる仕組みとなっている。 

 

 ● 居宅訪問型保育事業 （本文掲載７・９ページ） 

新制度において、地域型保育給付の対象となる新たな区市町村の認可事業として

位置付けられており、３歳未満児を対象に、障害・疾患などで個別のケアが必要な

場合などに、保育を必要とする子どもの居宅で１対１による保育を提供する事業。 
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 ● 合計特殊出生率 （本文掲載２・３・２４・２５ページ） 

各年次の出生の水準を表す最も代表的な指標。人口動態統計によって、１５～４

９歳までの女性の年齢別出生率の合計から計算される。年齢別出生率とはその年に

各年齢の人口のうち出生を経験する人の割合で、合計特殊出生率は女性が一生涯に

もつであろう平均的な子どもの数ともいわれる。（＊） 

 

 ● 公定価格 （本文掲載５２ページ） 

新制度において、施設型給付費・地域型保育給付費の対象となる教育・保育に通

常必要となる費用の額を算定するための基準。認定の区分、保育の必要量、施設の

所在する地域等を勘案して内閣総理大臣が定めることとされており、子ども一人当

たりの単価を基本として示される。 

 

 ● 子育て短期支援事業 （本文掲載８・１９・６７・６８ページ） 

保護者の疾病等の理由により、家庭で養育を受けることが一時的に困難となった

児童について、児童養護施設等において必要な保護を行う事業で、ショートステイ

事業及びトワイライトステイ事業がある。新制度では、地域子ども・子育て支援事

業に位置付けられている。 

 

 ● 子ども家庭支援センター  

（本文掲載３２・３３・４６～４９・５１・７０・７９・８０ページ） 

子育て家庭からの育児などの相談や子ども自身からの相談、児童虐待に関する相

談に応じるほか、親子の交流の場を提供し、子育てをしている人の仲間づくりや子

育てに関する情報提供など、子育て家庭への支援を行う施設。府中市には「たっち」、

「しらとり」の2つの子ども家庭支援センターがある。 

 

 ● 子ども・子育て支援法 （本文掲載５・１１・２１・２２ページ） 

平成２４年８月に成立・公布された新法で、全世代型社会保障実現を目指して子

ども・子育てに財源を追加充当するための新たな仕組みに関する法律。子どものた

めの現金給付（児童手当）や教育・保育給付の仕組み、特定教育・保育施設等、地

域子ども・子育て支援事業、子ども・子育て支援事業計画などについて定められて

いる。 

 

 ● 子どもの貧困率 （本文掲載７７ページ） 

厚生労働省が国民生活基礎調査を基に、ＯＥＣＤの作成基準に基づき算出してい

る相対的な指標で、１７歳以下の子どものうち、貧困世帯にいる割合。 
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 ● 子ども・若者育成支援推進法 （本文掲載８３ページ） 

教育、福祉、雇用等各関連分野における施策の総合的推進や、ニート等困難を抱

える若者への支援を行うための地域ネットワークづくりの推進を図ることなどを

目的とする法律で、平成２１年７月成立。総合的な施策推進のために、国に子ども・

若者育成支援推進本部を設置するとともに、都道府県及び市町村に「子ども・若者

計画」策定の努力義務を課している。（＊） 

 

 ● 今後の保育行政のあり方に関する基本方針 
（本文掲載２１・４８・５３・５４ページ） 
府中市の保育・子育てサービスの更なる充実を目指し、今後の保育行政の取組の

方向性を示すため、府中市保育検討協議会の報告等を踏まえて、平成２６年１月に

策定した基本方針。内容としては、基礎的エリア区分による子育て支援の充実や、

市立保育所の重点集約化、民間活力の積極的な活用について等を記載している。 

 

サ行 

 ● 事業所内保育事業 （本文掲載７・９・５６～５８ページ） 

企業などが職場の労働力確保と福利厚生の一環として、企業の建物等の一部を利

用して従業員の子どもを保育する事業で、主に病院や女性労働者を多く雇用してい

る企業で実施されている。新制度においても、地域型保育給付の対象となる新たな

区市町村の認可事業に位置付けられているが、従業員の子どもに加えて、地域で保

育を必要とする子どもにも保育を提供することが要件となっている。 

 

 ● 時間外保育事業 （本文掲載８・６６ページ） 

→延長保育事業 

 

 ● 次世代育成支援対策推進法 （本文掲載３・１０・１１ページ） 

平成１５年に制定・公布された１０年間の時限立法。平成１７年度から施行され

ている。「我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子ど

もが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援

対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地

方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ

重点的に推進するために必要な措置を講ずる」（厚生労働省）法律である（＊）。

平成２６年４月、さらに１０年間の延長が決定した。 
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 ● 児童館 （本文掲載４０・４１・８１ページ） 

児童福祉法に定められた児童福祉施設で、児童に健全な遊びを与えて、その健康

を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として設置される施設。地域の児童の

健全育成及び子育て支援の拠点施設となっており、児童の遊びを指導する児童厚生

員が配置されている。府中市では、各文化センター内に設置されている。 

 

 ● 児童虐待 （本文掲載１５・１９・３２・３３・４６・７３・７８ページ） 

親又は親に代わる保護者により児童に対して加えられた身体的虐待、心理的虐待、

性的虐待及びネグレクト（保護の怠慢ないし拒否）等の行為をいう。（＊） 

 

 ● 児童福祉法 （本文掲載１１・２８ページ） 

次代の担い手である児童一般の健全な育成及び福祉の積極的増進を基本精神と

する児童についての根本的総合的法律。総則、福祉の保障、事業・養育里親及び施

設、費用、国民健康保険団体連合会の児童福祉法関連業務、審査請求、雑則、罰則

の全８章から構成されており、児童等の定義のほか、児童福祉審議会、児童委員、

児童相談所、福祉事務所、保健所等の児童福祉機関の役割と業務、各種在宅福祉サ

ービス、児童福祉施設及びそれらに要する費用等が規定されている（＊）。平成 

２４年４月からは障害児支援に関する大幅な改正が実施された。 

 

 ● ショートステイ （本文掲載６７ページ） 

子育て短期支援事業の一つで、保護者が出産、疾病などの理由で、子どもの養育

が一時的に困難な場合に、施設において子どもを泊りがけで預かる事業（→子育て

短期支援事業）。 

 

 ● 小規模保育事業 （本文掲載７・９・５６～５８ページ、「小規模保育」含む） 

３歳未満児を対象として定員６人以上１９人以下の少人数で行う保育事業で、新

制度において、地域型保育給付の対象となる新たな区市町村の認可事業として位置

付けられているが、待機児解消対策として、新制度施行前に先行して国が制度化し

た。 

 

 ● 新生児訪問 （本文掲載７３・７５ページ） 

生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育

環境等の把握を行う事業。新制度では、地域子ども・子育て支援事業の一つに位置

付けられている（→乳児家庭全戸訪問事業）。 
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 ● 青少年健全育成強調事業 （本文掲載８３ページ） 

全国強調月間に合わせて、青少年対策地区委員会が連携して、酒、たばこ、薬物

及び性に関する正しい知識の周知やインターネットに潜在する危険から子どもを

守るためフィルタリングの推奨など青少年の健全育成に対する理解を深める活動

を実施する事業。 

 

 ● 青少年健全育成市民活動 （本文掲載８３ページ） 

青少年対策地区委員会、ＰＴＡ連合会、小中学校校長会及び府中警察署との連携

の下、地域パトロールの実施や子ども緊急避難の家の普及など地域における青少年

健全育成の充実を図る活動。 

 

 ● 青少年対策地区委員会 （本文掲載８３ページ） 

府中市の市立中学校の学校区（１１地区）を単位として、地域の学校、PTA、児

童委員、保護司、青少年委員、体育指導委員、婦人団体、青少年団体、地域代表な

どで構成されたボランティア団体であり、地域の子どもたちの健全育成のために活

動をしている。 

 

 ● 障害者相談支援事業所 （本文掲載８０ページ） 

障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や障害福祉サービスの利用支援等

を行う事業所。府中市では、地域生活支援センター「あけぼの」、地域生活支援セ

ンター「プラザ」及び障害者地域生活・就労支援事業「み～な」で実施している。 

 

タ行 

 ● 待機児童 （本文掲載４～６・１６・１７・１９・２９・３０・５４・５５ページ） 

認可保育所の入所要件を満たし、入所の申込みをしているにもかかわらず、認可

保育所に入所できない児童のこと。 

 

 ● 体調不良児対応型病児保育 （本文掲載７２ページ） 

児童が保育中に体調不良となった際に、保護者がすぐに迎えに来られない場合等

において、安心かつ安全な体制を確保することで保育所における緊急な対応を図る

事業。 
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 ● 地域子育て支援拠点（子育てひろば）事業 
（本文掲載６～９・１９・４９・６８ページ、「地域子育て支援拠点」を含む） 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談

情報の提供、助言その他の援助を行う事業。新制度では、地域子ども・子育て支援

事業の一つに位置付けられている。 
 

 ● 特定教育・保育施設 （本文掲７・５３・５９～６４ページ） 

幼稚園、保育所、認定こども園のうち、新制度における給付の対象施設として市

町村の「確認」を受けた施設。 

 

 ● 特定地域型保育事業 （本文掲７・５９～６４ページ） 

家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業の

うち、新制度における給付の対象事業としての市町村の「確認」を受けた事業のこ

と。 

 

 ● 特定保育事業 （本文掲載３７・６５・６８ページ） 

保護者の多様な就労形態により、１か月当たりおおむね６４時間以上保育を必要

とする児童（入所児以外の児童）を保育する事業。 

 

ナ行 

 ● ニート （本文掲載８３ページ） 

NEET（Not in Employment, Education or Training）。直訳すると「就業、

就学、職業訓練のいずれもしていない人」。日本においては、「若年無業者」を「学

校に通学せず、独身で、収入を伴う仕事をしていない 15～34歳の個人」と定義

し、「ニート」とは、若年無業者のうち「非求職型及び非希望型」、つまり「就職し

たいが就職活動していない」又は「就職したくない」者という意味で用いられるの

が一般的である。 

 

 ● 乳児家庭全戸訪問事業 （本文掲載８・１９・７５ページ） 

→新生児訪問 

 

● 認可保育所 （本文掲載２８・２９・３７・５４・６５・６６・６８～７０ページ） 

児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準を満たし、都道府県が

認可した保育施設。保護者の就労や病気などの理由により、保育を必要とする小学

校就学前の子どもの保育を行う。 
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 ● 認証保育所 （本文掲載２８・２９・３７・５４～５８ページ） 

多様化する保育ニーズに応えるため、東京都が平成１３年度から導入した制度で、

認可外保育施設に東京都独自の基準（認証基準）を設け、基準を満たす保育所を認

証保育所として東京都と区市町村が運営費を補助するもの。利用者と保育所との直

接契約により入所決定がなされ、保育料も各保育所が独自に設定する（上限あり。）。

新制度においても教育・保育給付の対象施設とはならず、認可外保育施設の位置付

けとなる。 

 

 ● 認定こども園 （本文掲載６～９・１６・１７・３７・５２・５４～５８・６６・６８ページ） 

幼稚園と保育所を一体化した施設として検討されてきた総合施設の名称として

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」によ

り規定されている施設。認定こども園は、保護者の就労の状況にかかわらず教育・

保育を一体的に提供すること及び地域での子育て支援を実施することが２つの主た

る事業である。幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の４種類があり、新

制度では幼保連携型認定こども園の認可・指導監督が一本化され、学校及び児童福

祉施設として法的位置付けを有する単一の施設となる。種類に応じて都道府県、指

定都市又は中核市が認可（認定）の権限を持つ。 

 

 ● 妊婦健康診査 （本文掲載８・１９・７３・７４ページ） 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状

態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要

に応じた医学的検査を実施する事業。新制度では、地域子ども・子育て支援事業の

一つに位置付けられている。 

 

ハ行 

 ● パブリックコメント手続き （本文掲載２２ページ） 

行政が条例や計画を策定しようとするときに、広く公に（＝パブリック）に、意

見・改善案など（＝コメント）を求める手続のことをいう。 

 

 ● ひきこもり （本文掲載８３ページ） 

就学や就労、人間関係などを回避し、長期間にわたって自宅又は自室にとどまり

続けている状態（他者と交わらない形での外出は含む。）をいう。 
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 ● 被虐待児童 （本文掲載１５・７８ページ） 

親又は親に代わる保護者により、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待及びネグレ

クト（保護者の怠慢ないし拒否）等の行為を受けた児童。 

 

 ● 病児保育（病児・病後児保育）事業 （本文掲載８・１９・６５・７２ページ） 

児童が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペー

ス等において看護師等が一時的に保育する事業。新制度では、地域子ども・子育て支

援事業の一つに位置付けられている。 

 

● ファミリー・サポート・センター事業  
（本文掲載８・１９・３７・４０・６８・６９ページ） 
子どもの預かり等の援助を行いたい者（提供会員）と援助を受けたい者（依頼会

員）からなる会員組織を設置し、相互援助活動に関する連絡・調整等の支援を行う

事業。新制度では、地域子ども・子育て支援事業の一つに位置付けられている。 

 

 ● 府中市青少年健全育成基本方針 （本文掲載８３ページ） 

第６次府中市総合計画に基づき、青少年健全育成の諸施策を実現するための目標

を定めた指針であり、「心のかよう温かな家庭づくりの推進」、「地域活動への参

画と地域社会との交流の促進」、「豊かな創造性と情操の育成」、「相談支援体制

の充実」、「地域の社会環境浄化と安全確保の推進」の５つの重点目標からなって

いる。 

 

 ● 保育室 （本文掲載２８・２９・５６～５８ページ） 

府中市保育室事業実施要綱に基づき、区市町村が保育室利用契約を締結した認可

外保育施設。３歳未満児を対象とした小規模、家庭的な保育を行う。 

 

 ● 保健センター （本文掲載７４・７５・８０ページ） 

成人保健及び母子保健に係る健康相談、保健指導および健康診査その他地域保健

に関する必要な事業を行うことを目的として市町村が設置する施設。 

 

 ● 放課後子ども教室 （本文掲載４０・８１・８２ページ） 

子どもたちの健やかな成長のため、地域住民等と協力・連携を図りながら、放課後

に小学校施設を利用して、大人が子どもたちを見守りながら「遊びの場・学びの場」

を提供する事業。府中市内の市立小学校全校で実施している。 
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 ● 放課後児童健全育成事業 （本文掲載８・１９・８２ページ） 

→学童クラブ 

 

 ● 母子及び父子並びに寡婦福祉法 （本文掲載１１ページ） 

全てのひとり親家庭で児童が心身共に健全に育成されることと、母子家庭等の親・

寡婦の健康で文化的な生活を保障することを目的とする法律。母子・父子・寡婦福祉

資金の貸付け、居宅における介護等、住宅・就労等に関する福祉上の措置等が定めら

れている。なお、平成２６年４月の改正により、父子福祉資金制度の創設等、父子家

庭への支援が拡充され、「母子及び寡婦福祉法」から「母子及び父子並びに寡婦福祉法」

に名称が変更され、平成２６年１０月施行された。 

 

ヤ行 

 ● 養育支援訪問事業 （本文掲載８・１９・７９ページ） 

→育児支援家庭訪問事業 

 

 ● 要支援児童 （本文掲載１３ページ） 

乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援するこ

とが特に必要と認められる児童。（児童福祉法） 

 

 ● 要保護児童 （本文掲載８・１３・１９ページ） 

保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児

童。（児童福祉法） 

 

 ● 要保護児童対策地域協議会 （本文掲載７８ページ） 

平成１５年の児童福祉法改正により法定化された、市町村における児童家庭相談

体制強化を図るための協議会である。虐待を受けた子どもをはじめとする要保護児

童の早期発見や援助、保護を図るため、地域の関係機関や民間団体等が情報や考え

方を共有し、適切な連携の下で援助していくためのネットワークで、平成１９年の

改正児童福祉法により、協議会の支援の対象として特定妊婦（妊娠期から特に支援

を要する妊婦）や要支援児童及びその保護者も含まれることとなった。（＊） 
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ラ行 

 ● 利用者支援事業 （本文掲載６～９・１９・４６・４７ページ） 

子育て家庭が幼稚園や保育所、各種子育て支援事業を円滑に利用できるよう、情

報の収集・提供や利用に係る相談・支援等を身近な地域において行う事業。新制度

では、地域子ども・子育て支援事業の一つに位置付けられている。 
 

（＊）参考文献 「社会福祉用語辞典 第９版」ミネルヴァ書房



 

 

 


